
４１近世和泉の物吉について

０
 

４
論
文江
戸
時
代
の
佐
野
村
東
方
に
関
し
て
は
元
和
元
（
一
六
一
五
）

年
の
『
泉
州
佐
野
庄
名
寄
御
帳
』
三
冊
、
以
下
『
名
寄
帳
』
と
い

う
）
と
寛
永
七
（
一
六
三
○
）
年
の
『
高
名
寄
』
の
一
一
種
類
一
一
一
冊

（
６
）
 

の
名
寄
帳
が
残
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
佐
野
村
は
当
初
、
中
世
か
ら
の
郷
士
で
代
官
庄
屋

を
勤
め
た
藤
田
十
郎
大
夫
が
支
配
す
る
西
方
と
同
じ
く
郷
士
出
身

「
サ
ノ
ノ
内
物
吉
」
と
し
て
、
佐
野
村
の
枝
村
と
し
て
の
物
吉

（
４
）
 

村
が
蟻
通
神
社
の
す
ぐ
近
く
に
描
か
れ
て
い
る
。

③
享
保
一
一
（
’
七
一
一
六
）
年
か
ら
元
文
六
（
一
七
四
一
）
年
頃

の
も
の
と
思
わ
れ
る
向
井
喜
右
衛
門
か
ら
山
内
平
太
夫
へ
の
手

紙
に
は
「
私
所
持
田
地
物
吉
村
墓
所
之
下
一
一
四
反
斗
御
座
候
」

一口
ひ
）

と
あ
る
。

④
天
保
の
中
頃
二
八
三
○
年
代
）
に
熊
取
の
大
庄
屋
中
盛
彬
が

著
し
た
「
拾
遺
泉
州
志
豈
通
称
は
『
か
り
そ
め
の
ひ
と
り
ご
と
』
）

に
は
或
説
と
し
て
「
宿
ち
ふ
村
、
つ
る
原
の
宿
村
・
久
米
田
の

道
傍
村
・
佐
野
の
も
の
よ
し
村
の
類
な
ほ
多
し
」
と
あ
る
。

以
上
の
四
つ
に
後
に
述
べ
る
四
つ
の
文
書
を
加
え
て
考
え
る
な
ら

ば
江
戸
時
代
を
通
じ
て
佐
野
に
物
吉
村
の
存
在
し
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。

近
年
「
雑
種
賎
民
」
と
呼
ば
れ
た
人
び
と
に
つ
い
て
の
研
究
が

各
地
で
深
め
ら
れ
て
い
る
が
、
和
泉
に
も
夙
・
物
吉
・
道
法
（
道

傍
）
・
梓
巫
・
ア
ル
キ
な
ど
と
呼
ば
れ
た
人
び
と
が
中
世
か
ら
近
世

に
か
け
て
存
在
し
た
こ
と
を
各
種
の
記
録
や
古
文
書
な
ど
で
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
人
び
と
の
中
で
夙
な

ど
の
研
究
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
は
そ
の
存
在
さ
え
も
知
ら

。
（
１
）

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

物
吉
に
つ
い
て
も
京
都
の
物
吉
に
つ
い
て
は
詳
し
い
報
告
が
な

（
２
）
 

さ
れ
て
い
る
が
、
和
泉
の
物
圭
ロ
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
地
名
と
し
て

（
３
）
 

報
生
口
し
た
例
を
見
る
の
み
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

今
回
、
私
が
泉
佐
野
市
内
の
史
料
調
査
で
見
つ
け
た
若
干
の
物

は
じ
め
に

二
、
佐
野
村
の
『
名
寄
帳
』
の
分
析
と
江
戸
初
期
の
物

圭巨

近
世
和
泉
の
物
吉
に
つ
い
て

今
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
泉
州
の
近
世
文

書
・
書
籍
や
絵
図
に
は
佐
野
の
物
吉
村
の
名
を
記
し
て
い
る
も
の

が
か
な
り
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
主
な
も
の
を
あ
げ
て
み
る
と
左
記

の
よ
う
に
な
る
。

①
石
橋
直
之
が
一
兀
禄
一
三
（
一
七
○
○
）
年
に
刊
行
し
た
『
泉
州

志
」
に
は
「
中
通
り
」
の
中
に
「
鶴
原
村
、
北
出
村
（
中
略
）

佐
野
村
、
同
ク
市
場
村
、
物
吉
村
」
と
あ
り
、
「
此
村
々
ハ
郷

荘
不
分
明
、
蓋
シ
中
ノ
荘
、
佐
野
、
長
瀧
者
昔
ハ
荘
号
也
。
今

為
村
号
ト
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

』
「
元
禄
十
一
一
一
年
写
之
」
と
記
さ
れ
た
『
和
泉
国
大
絵
図
』
に
は
、

の
代
官
庄
屋
吉
田
久
左
衛
門
の
支
配
す
る
東
方
に
分
か
れ
て
い

〈’１〉

た
が
、
こ
れ
ら
の
『
名
寄
帳
」
は
い
ず
れ
も
士
口
田
久
左
衛
門
に
属

す
る
東
方
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
物
吉
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
「
名
寄
帳
」
二
冊
か
ら
見
て
み
た
い
。
こ
の
二
冊
は
い
ず

れ
も
表
紙
に
「
泉
州
佐
野
庄
名
寄
御
帳
吉
田
久
左
衛
門
（
方
）

元
和
元
年
十
二
月
吉
曰
」
と
記
さ
れ
て
い
て
同
じ
頃
に
作
成
さ
れ

た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
内
容
は
か
な
り
異
な
っ
て
い

て
、
一
つ
は
（
以
下
Ａ
と
す
る
）
普
通
の
名
寄
帳
と
同
じ
く
人
名

と
保
有
す
る
田
畑
が
一
筆
ご
と
に
地
味
・
面
積
・
石
高
な
ど
と
共

に
記
し
て
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
（
以
下
Ｂ
と
す
る
）
、
八
図
ｂ
Ｖ

の
よ
う
な
形
式
で
記
さ
れ
て
い
て
、
人
名
は
少
な
く
、
石
高
の
大

部
分
は
「
お
ぶ
け
番
」
「
市
場
番
」
「
物
よ
し
分
」
「
者
満
ノ
わ
き
や

分
」
と
し
て
一
括
し
た
形
で
一
筆
ご
と
の
田
畑
が
Ａ
と
同
じ
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
Ｂ
で
な
い
こ
と
は
、
Ａ
の
石
高
の
合
計

が
五
八
五
石
余
り
で
Ｂ
の
石
高
の
合
計
が
二
百
五
十
石
余
り
な
の

（
８
）
 

を
見
れ
ば
わ
か
る
。

で
は
な
ぜ
元
和
の
『
名
寄
帳
』
は
こ
の
よ
う
に
Ａ
と
Ｂ
に
分

か
れ
、
表
記
の
仕
方
も
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

吉
に
関
す
る
江
戸
時
代
の
文
書
を
報
告
し
、
江
戸
時
代
を
中
心
と

し
て
、
和
泉
の
物
吉
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。

［
史
料
１
］
「
慶
長
拾
参
年
十
二
月
吉
曰

（
９
）
 

泉
州
佐
野
庄
高
目
録
之
覚
」

一
、
泉
州
の
物
吉
村
に
つ
い
て
記
し
た
文
書
・
絵
図

下
村
欣
司
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［
史
料
１
］
が
藤
田
家
文
書
で
あ
り
、
＋
郎
左
衛
門
の
名
が
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
史
料
前
半
の
「
名
寄
之
高
ノ
」
は
、
の
ち

の
藤
田
十
郎
大
夫
が
支
配
す
る
佐
野
村
西
方
の
も
の
で
あ
り
、
「
佐

野
庄
高
半
分
之
覚
」
が
東
方
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
察

さ
れ
る
。
史
料
の
「
名
寄
二
有
分
」
を
見
る
と
、
佐
野
村
東
方
の

名
寄
帳
が
「
浜
分
ノ
帳
」
「
五
番
井
さ
ん
さ
い
帳
」
「
出
作
分
」
に

分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
前
略
）

名
寄
之
高
ノ

合
千
百
八
拾
壱
石
六
斗
九
升
壱
合
十
郎
左
衛
門
方

右
之
内
参
百
七
拾
四
石
弐
升
壱
合
浦
方

同
〆
八
百
石
七
斗
六
升
七
合
夫
役
ノ
執
る
高

一
、
佐
野
庄
高
半
分
之
覚

（
中
略
）

名
寄
二
有
分

一
、
参
百
八
石
八
斗
弐
升
八
合
浜
分
ノ
帳
ニ
ア
リ

｜
、
六
百
拾
参
石
八
斗
参
升
四
合
五
番
井
さ
ん
さ
い
帳
一
一
ア
リ

｜
、
弐
百
五
拾
七
石
八
斗
九
升
出
作
分
但
嘉
祥
寺
村

安
松
村

〆
千
百
八
拾
石
五
斗
五
升
弐
合

（
下
略
）

つ
ぎ
に
八
図
ａ
Ｖ
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
「
名
寄
帳
』

Ａ
の
一
部
分
と
寛
永
七
年
の
『
高
名
寄
」
の
一
部
を
記
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
比
較
し
て
み
る
と
双
方
に
共
通
す
る
名
が
か
な
り
あ

る
こ
と
に
気
付
く
。
『
名
寄
帳
」
Ａ
は
『
高
名
寄
」
の
よ
う
に
番
ご

と
に
分
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
名
寄
帳
」
Ａ
の
「
高
左
近
」
か
ら

「
さ
さ
ノ
五
郎
」
ま
た
は
「
ほ
う
か
ん
ノ
｜
一
郎
」
ま
で
は
「
高
名

寄
』
の
菊
左
近
番
に
あ
た
り
、
「
ほ
う
か
ん
ノ
｜
一
郎
」
ま
た
は
二
郎

九
郎
か
ら
「
奥
左
近
」
ま
で
は
奥
左
近
番
に
あ
た
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
『
名
寄
帳
』
Ａ
の

残
り
の
部
分
と
『
高
名
寄
』
の
「
右
衛
門
番
、
市
場
番
、
大
婦
希

番
」
と
を
調
べ
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も
各
番
に
つ
い
て
相
当
な
数

の
人
名
の
一
致
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
名
寄
帳
」
Ａ
は
、

番
名
は
無
い
も
の
の
五
つ
の
番
に
属
す
る
人
び
と
の
み
を
記
し
た

も
の
で
あ
り
、
［
史
料
１
］
の
『
佐
野
庄
高
目
録
之
覚
』
に
あ
る
五

番
帳
に
あ
た
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
『
名
寄
帳
」
Ｂ
は
な
に
を
記
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
［
史

料
１
］
に
は
「
五
番
」
以
外
に
「
浜
分
」
と
「
さ
ん
さ
い
帳
」
「
出

作
分
」
が
あ
る
が
、
浜
分
は
浦
方
で
あ
り
、
Ｂ
に
は
浦
方
の
人
の

（
皿
）

名
は
出
て
こ
な
い
し
、
Ｂ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
久
左
衛
門
は
東
方

庄
屋
の
吉
田
久
左
衛
門
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
か
れ

は
浦
方
に
は
属
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
浜
分
」
は
Ｂ
で
は
な
く

別
の
帳
面
で
現
在
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

＜図ｂ＞元和元年の「名寄帳」Ｂ

（惣石高250石６斗６升７合）

元和元年「名寄帳」Ａ 寛永七年「高名寄」

人名持高 人名持高

高う菊百百百高篠紺ささほて屋 ノ
左近９石2斗7升8合
甚左ｌ５４４

左近２３６１３

五郎兵へ４４５

肋五郎２６１
助六１７９４

助作１９５５

左近二郎２９６８

衛門１９３４２

甚衛門１３７５

さノ喜右衛門２５１４

ざシフ
ノ五郎４２８３

かんノー郎３５

二郎九郎５９８
上知又助１６６４

上知又左衛門３７１

春日神主１１９５２
七郎左近６９５２

八ノ左近次郎４６２

石若衛門二郎４６９４
吉ノ孫介６５２７

四郎兵衛後家２３９
牛左近衛門１８６３

市場助市３４１９
新九郎４６４

おこじ三十郎４５３

うて二郎太郎１４

奥左近４９９８１

￣ 

● 菊左近番

篠衛門１６石3斗3升8合
ささの久三郎９４１８
百ノ 助九郎４５５

百ノ助六８１

うでの甚三４５３４

百ノ肋五郎４９９７

高左近太郎５８
高左近３１３

高新蔵４５１５
高左近二郎３５８１

又肋２３

菊左近３４４７７

￣ 

● 奥左近番

七郎左近９石2斗4升1合
石若衛門二郎４８８２

与十郎３１１
二郎九郎９１７４

新九郎１６２
たて衛門２３８２

市ハ助一５７８２

新九郎ノ甚九郎１３９９
上知又左衛門２５

奥ノ喜作２２１
彦右衛門１２３５

牛ノ左近衛門３６９１

奥左近６５９２１

おぶけ番

地味地名面積石高下高旧所有者
合計石高と下高

以下市場番奥左近番菊左近番右衛門番の順で同様に一筆ごとに記載
物よし分

地味地名面積石高下高旧所有者
合計石高と下高

ものよしＭ

地味地名面積石高下高旧所有者
合計石高と下高者満ノわきや分

地味地名面積石高下高旧所有者
合計石高と下高

久左衛

地味地名面積石高下高旧所有者
合計石高と下高

他にアルキ太郎二郎同太郎右衛門百ノ助六森ノ三郎二郎おく左近などｎ人の少額の土地も記載されている
33石８斗

2升１合

49石６

斗余り

15石５斗

９升７合

21石４斗８升 5番で130

石７升３合
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戦
国
時
代
に
佐
野
の
隣
の
曰
根
庄
で
は
、
入
山
田
村
が
槌
丸
・

大
木
・
菖
蒲
・
船
淵
の
四
つ
の
番
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
番
に

は
番
頭
が
い
て
、
公
事
屋
や
役
屋
と
呼
ば
れ
た
正
規
の
村
人
の
代

表
と
し
て
村
を
運
営
し
、
江
戸
時
代
に
は
庄
屋
・
年
寄
に
な
っ
た

（
旧
｝

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
［
史
料
３
］
に
よ
れ
ば
佐
野

御
代
官
衆
中
様

戌
九
月
十
七
曰

（
Ｍ
）
 

［
史
料
９
Ｊ
］
「
佐
野
村
年
寄
口
上
書
」

（
前
略
）

私
共
義
往
古
ら
之
番
頭
二
而
、
百
姓
を
預
り
、
＋
郎
大
夫
、
久

左
衛
門
両
家
江
随
身
仕
、
万
事
取
さ
は
き
仕
申
候
、
根
来
領
之
節

者
、
軍
用
等
迄
相
勤
申
候
、
天
正
十
三
年
右
佐
野
村
之
儀
、
御
蔵

所
一
一
罷
成
候
得
共
、
如
先
規
番
頭
相
勤
、
御
納
所
相
済
申
候
、
其

節
小
堀
遠
江
守
様
へ
御
目
見
仕
候
、
其
後
松
平
周
防
守
様
御
知
行

所
一
一
罷
成
候
而
茂
、
右
年
寄
役
被
仰
付
御
目
見
申
上
候
、
御
当
代

様
御
入
国
被
為
成
、
先
規
之
通
一
一
被
為
仰
付
、
御
城
御
年
頭
之
祝

儀
、
御
帰
城
之
御
祝
儀
等
、
銘
々
ち
申
上
難
有
奉
存
候
、
（
中
略
）

外
村
之
年
寄
と
者
格
別
一
一
茂
被
為
仰
付
候
（
下
略
）

（
皿
）

［
史
料
２
］
慶
長
拾
弐
年
霜
円
同
泉
州
佐
野
庄
出
作
安
松
帳

（
前
略
）

少
路
ノ
掃
部
二
郎

上
○
○
○
壱
反
弐
畝
壱
石
八
斗
内
四
斗
下

（
中
略
）

つ
ぎ
に
慶
長
十
二
（
一
六
○
七
）
年
の
『
泉
州
佐
野
庄
出
作
安

松
帳
」
（
以
下
「
出
作
安
松
帳
』
と
す
る
）
の
一
部
（
［
史
料
２
］
）

を
見
て
み
よ
う
。

○
○
○
（
地
名
）

上
壱
反
弐
畝

△
△
△
（
地
名
）

上
々
五
畝
五
分

で
は
「
さ
ん
さ
い
帳
」
か
「
出
作
分
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
を

い
う
と
『
名
寄
帳
」
Ｂ
は
「
さ
ん
さ
い
帳
」
と
「
出
作
分
」
の
一

部
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『
名
寄
帳
」
Ｂ
に
は
「
物
よ
し
分
」
（
十
八
石
六
斗
七
升
一
一
合
）
と

（
皿
）

「
も
の
よ
し
Ｍ
（
人
名
）
」
（
二
石
八
斗
八
〈
ロ
）
が
記
載
さ
れ
て
い

る
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
。

壱
石
八
斗
内
四
斗
下
元
掃
部
二
郎

安
松

八
斗
弐
升
六
合

お
く
て
ノ

内
弐
斗
弐
升
下
元
宮
内
大
郎

佐
野
村
年
寄

奥
左
近

同

与
市
郎

で
も
、
曰
根
庄
と
同
じ
く
番
に
分
か
れ
、
こ
の
奥
左
近
な
ど
が
番

頭
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
奥

左
近
は
、
も
ち
ろ
ん
『
名
寄
帳
」
Ａ
や
『
高
名
寄
』
に
出
て
く
る

奥
左
近
で
あ
り
、
他
の
菊
左
近
番
の
菊
左
近
、
右
衛
門
番
の
右
衛

（
随
）

門
も
同
じ
く
番
頭
か
ら
年
寄
に
な
っ
た
者
で
あ
る
。

で
は
「
お
ぶ
け
（
大
婦
希
）
番
」
「
市
場
番
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
「
お
ぶ
け
番
」
の
お
ぶ
け
と
「
市
場
番
」
の
市
場
は
そ
れ
ぞ
れ

近
代
の
大
引
町
、
市
場
町
を
指
す
地
名
と
見
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

三
郎
右
衛
門
と
四
郎
兵
衛
と
い
う
、
い
ず
れ
も
中
世
末
に
は
番
頭

（
脈
）

で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
年
寄
役
を
勤
め
る
農
民
が
い
た
。

佐
野
も
曰
根
野
と
同
じ
よ
う
に
番
が
あ
り
番
頭
が
年
寄
に
な
っ

た
と
す
る
な
ら
、
各
番
の
公
事
屋
・
役
屋
に
あ
た
る
の
が
五
つ
の

番
の
人
び
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
『
名
寄
帳
」
Ａ
や
「
高
名
寄
』
に
記
さ
れ
た
五
つ
の
番

の
人
び
と
は
、
役
屋
・
公
事
屋
、
つ
ま
り
正
規
の
村
人
で
あ
り
、

佐
野
村
東
方
は
こ
の
五
つ
の
番
の
人
び
と
を
基
礎
と
し
て
成
立
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
の
『
名
寄
帳
」
Ｂ
は
八
図
ｂ
Ｖ
で
も
わ
か
る
よ
う
に
人
名

で
な
く
番
や
分
で
一
括
さ
れ
て
い
る
人
び
と
の
い
る
こ
と
が
特
徴

で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
一
括
さ
れ
た
五
つ
の
番
の
石
高

は
一
一
四
石
～
二
六
石
で
ほ
ぼ
均
等
で
あ
り
、
番
の
共
有
地
な
の
か

と
も
思
わ
れ
る
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
物
吉
の
田
畑
の

こ
の
「
出
作
安
松
帳
」
は
、
佐
野
村
の
隣
村
で
あ
る
安
松
村
か

ら
佐
野
圧
へ
出
作
に
来
て
い
た
人
た
ち
の
名
寄
帳
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
が
、
『
名
寄
帳
」
Ｂ
の
「
物
よ
し
分
」
の
記
述
と
見
比
べ
る

と
、
安
松
村
の
掃
部
二
郎
と
宮
内
大
郎
の
出
作
地
が
慶
長
二
一
年

よ
り
元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
の
間
に
物
吉
の
人
た
ち
に
渡
っ
て

い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
こ
に
記
し
た
の
は
『
出
作
安
松
帳
一

と
「
名
寄
帳
」
Ｂ
の
一
部
で
あ
る
が
、
両
者
の
全
て
に
つ
い
て
調

べ
て
み
る
と
、
「
名
寄
帳
」
Ｂ
に
記
さ
れ
た
物
吉
の
全
所
有
地
の
一
一

○
筆
・
二
一
石
四
斗
八
升
（
八
図
ｅ
Ｖ
を
参
照
）
の
う
ち
一
一
筆
・

’
二
石
四
斗
一
升
九
合
、
約
五
八
％
が
安
松
出
作
地
か
ら
入
手
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
安
松
村
の
出
作
地
が
Ｂ
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
実

で
あ
る
が
、
［
史
料
１
］
に
よ
れ
ば
「
五
番
井
さ
ん
さ
い
帳
」
と
「
出

作
分
」
を
加
え
た
石
高
は
八
七
一
石
余
り
で
あ
り
、
『
名
寄
帳
』
の

Ａ
＋
Ｂ
の
石
高
は
八
三
六
石
余
り
と
な
り
、
少
し
差
が
あ
る
の
で
、（旧
）

Ｂ
は
「
出
作
分
」
の
一
部
と
「
さ
ん
さ
い
帳
」
と
考
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
ぜ
Ａ
と
Ｂ
を
分
け
た
の
か
が
わ
か
ら

な
い
。

安
松
お
く
て
宮
内
大
郎

上
々
△
△
△
五
畝
五
分
八
斗
弐
升
六
合
内
弐
斗
弐
升
下

（
下
略
）
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＜図ｃ＞「高名寄」（惣石高1238石6斗２升５合）も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
五
番
や
物

吉
は
東
方
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
東
方

の
「
高
名
寄
」
で
あ
る
。

②
『
高
名
寄
』
が
佐
野
村
東
方
の
全
石
高
を
表
す
と
す
る
な
ら
ば
、

当
然
「
佐
野
庄
高
名
寄
之
覚
』
に
あ
る
よ
う
に
「
浜
分
」
「
五
番

井
さ
ん
さ
い
」
「
出
作
分
」
の
三
つ
が
入
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

八
図
Ｃ
Ｖ
を
見
る
と
「
高
名
寄
』
に
は
五
つ
の
番
の
あ
と
に
一
一

五
八
人
の
持
高
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
調
べ
て
み
る
と
こ
の
中

に
矢
倉
・
田
端
・
板
原
・
船
大
工
な
ど
佐
野
東
方
の
浦
方
（
浜

（
ね
）

分
）
に
属
す
る
人
び
と
の
名
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
高

名
寄
」
に
は
「
浜
分
」
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

元
和
の
佐
野
東
方
の
石
高
は
『
名
寄
帳
』
Ａ
と
Ｂ
（
「
五
番
井

さ
ん
さ
い
帳
」
、
「
出
作
分
」
）
に
「
浜
分
」
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
と
見
ら
れ
る
が
、
Ａ
＋
Ｂ
の
石
高
は
八
三
五
石
余
り
で
あ
り
、

元
和
の
「
浜
分
」
は
不
明
な
の
で
、
七
年
前
の
慶
長
一
一
一
一
年
の

「
佐
野
庄
高
名
寄
之
覚
」
の
「
浜
分
」
の
三
百
八
石
を
加
え
る

と
一
、
’
四
○
石
余
り
と
な
る
。
『
高
名
寄
』
の
合
計
石
高
は
一
、

一
一
三
八
石
余
り
な
の
で
、
そ
の
差
は
九
○
石
ほ
ど
と
な
る
が
、

東
方
と
西
方
な
ど
で
常
時
高
の
入
れ
替
え
な
ど
が
行
わ
れ
て
い

（
羽
）

た
実
状
を
見
れ
ば
、
一
五
年
～
一
一
一
一
年
を
経
て
の
こ
の
程
度
の

差
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
『
高
名
寄
』
と
元

和
の
佐
野
東
方
の
石
高
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

く図。＞佐野村東方村人の持高

５番５番以外合計

合計 ９８100％ １１６258(9)３７４ 

（）の中は物吉の人数

大
部
分
が
比
較
的
新
し
く
取
得
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
や
五

番
を
超
越
す
る
と
見
ら
れ
る
東
方
庄
屋
の
吉
田
久
左
衛
門
の
持
高

が
Ｂ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
泉
州
の
有
力
農
民
に
は
家
来
百
姓

〈
旧
）

（
被
官
百
姓
）
が
多
く
い
て
、
Ｂ
に
記
さ
れ
た
奥
左
近
や
一
二
郎
一
一

郎
な
ど
の
少
額
の
持
高
は
こ
の
有
力
農
民
の
家
来
百
姓
と
も
考
え

（
四
）

ら
れ
る
こ
と
、
物
よ
し
分
な
ど
と
分
で
一
括
さ
れ
た
人
び
と
が
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
Ｂ
は
佐
野
村
東
方
の
正
規
の
村
人
と
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
人
の
持
高
を
記
し
た
名
寄
帳
と
考
え
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
「
も
の
よ
し
Ｍ
」
が
「
物
よ
し
分
」
と
別
に
な
っ

て
い
る
の
は
「
も
の
よ
し
Ｍ
」
が
物
吉
の
年
寄
的
な
役
を
勤
め
て

い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
八
図
ｃ
Ｖ
を
参
照
し
な
が
ら
寛
永
七
年
の
三
局
名
寄
』

を
検
討
し
て
み
た
い
。

こ
の
「
高
名
寄
」
に
は
東
方
と
も
西
方
と
も
書
い
て
な
い
う
え

に
元
和
の
名
寄
帳
Ａ
よ
り
人
数
が
大
幅
に
増
え
て
い
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
『
泉
佐
野
市
史
」
は
佐
野
村
全
体
に
つ
い
て
の
名
寄
帳
と
判

（
卯
）

断
し
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
佐
野
村
東
方
の
高
名

寄
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
元
和
八
年
と
寛
永
一
四
年
の
佐
野
村
の
村
高
は
二
千
五
百
石
余

（
皿
）

り
で
あ
る
が
（
「
高
名
寄
』
で
は
合
計
が
一
、
一
一
一
二
○
石
余
り
で

半
分
以
下
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
時
佐
野
村
が
東
方
と
西
方

に
分
か
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
「
高
名
寄
」
は
東
方
か
西
方
の

う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
『
高
名
寄
』
は
佐
野
村
東
方
の
も
の
と

い
え
る
。

「
高
名
寄
」
が
東
方
だ
と
し
て
八
図
ｄ
Ｖ
を
見
て
い
た
だ
き
た

い
。
元
和
の
『
名
寄
帳
」
Ａ
と
『
高
名
寄
」
を
比
べ
た
場
合
人

数
が
約
一
一
・
五
倍
に
な
っ
て
い
て
、
持
高
三
石
以
下
の
農
民
が

大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
『
泉
佐
野
市
史
」
は
こ
れ
を
階
層
分
化

（
鋼
）

の
結
果
と
し
て
い
る
が
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
「
高
名

寄
」
の
最
高
の
持
高
が
、
五
番
の
あ
と
の
所
に
記
載
さ
れ
て
い

る
佐
太
郎
の
九
七
石
一
斗
九
升
一
一
合
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
佐
太

郎
は
豪
商
の
食
佐
太
郎
で
あ
っ
て
、
食
氏
に
よ
る
田
畑
の
集
積

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
寛
永
の
佐
野
東
方

の
「
零
細
農
民
」
の
増
加
は
階
層
分
化
が
中
心
で
は
な
い
。

八
図
ｄ
Ｖ
で
元
和
元
年
の
五
番
の
人
び
と
の
持
高
を
記
し
た

『
名
寄
帳
』
Ａ
と
『
高
名
寄
」
の
五
番
の
持
高
を
比
較
す
る
と

一
○
石
以
上
が
Ａ
で
一
四
・
三
％
、
『
高
名
寄
』
の
五
番
で
一
一
・

一
一
一
％
、
一
一
石
以
下
は
四
一
一
・
九
％
と
一
一
一
五
・
三
％
と
な
り
、
双

方
の
五
番
を
見
る
限
り
で
は
階
層
分
化
と
い
え
る
ほ
ど
の
も
の

は
見
い
だ
せ
な
い
。
人
数
・
石
高
の
大
き
な
増
加
、
特
に
持
高

の
少
な
い
層
の
増
加
が
見
ら
れ
る
の
は
『
高
名
寄
』
の
五
番
の

あ
と
の
部
分
の
人
び
と
で
あ
る
。
こ
の
『
高
名
寄
』
の
五
番
以

外
の
と
こ
ろ
に
物
吉
九
人
が
持
高
と
個
人
名
を
記
載
さ
れ
て
い

る
（
八
図
ｆ
Ｖ
を
参
照
）
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
名
寄
帳
』
Ｂ
で

高左近番
持高人名番の合計石高

菊左近番持高人番の合計石高
大婦希番

名持高人名番の合計石高
右衛門番持高人名番の合計石高

市場番

持高人名番の合計石高持高人名持高物よしｓ持高人名持高人名持高人名持高人名
←258人→

502石９斗余り

← 116人

735石７斗７合

－ヶ

石高

人数 ｢名寄帳」Ａ
元和元年･1615

30石以上

20～30石

10～2０ 

５～1０ 

４～５ 

３～４ 

２～３ 

１～２ 

1石以下

％ 

１２５３６３ ●●●●●● ３１５７９３ １２１２１ １１Ｊ 
人

３０ 
１５ １２ 
９８ 

０９３ １１１ 
合計 9８100％ 

｢高名寄」寛永七年.１６３０

5番 5番以外 合計

％ 

３０６８１２ ●●●●●● ４７３９４１ ３１２１ １１Ｊ 
人

３２８ 
９６ ３１ 
７ 

６２３ １１１ 

％ 

８８４４９７ ●●●●●● ００５５２４ ３５ １１Ｊ 
人

１１２ 

１１１ １２４ １１１ ４４０３２ １１２６ 
１ ２ １ １ ４ １ ９７２９２１ ●●●●●●● １２４９０１ 

１ 

３４ ＪＪｌ ４３０３０７９４４ １５２１３７５ １ 

116 258(9) 374 
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の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
畠
が
少
な
く
、
中
田
以
上

が
多
く
、
決
し
て
劣
悪
な
土
地
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

八
図
ｄ
Ｖ
の
五
番
の
持
高
を
見
る
と
（
五
番
以
外
は
浦
人
が

多
く
、
浦
人
の
場
合
は
屋
敷
地
だ
け
の
こ
と
も
多
く
て
比
較
に

な
ら
な
い
）
、
持
高
一
一
石
以
下
の
人
も
三
五
％
余
り
も
あ
り
、
こ

の
人
た
ち
が
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
物
吉
の
持
高
が

零
細
と
は
い
え
（
ｏ
の
み
が
例
外
的
に
五
石
以
上
所
持
し
て
い

て
年
寄
的
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
、
こ
の
持
高
で
も
小
作

を
す
れ
ば
生
活
は
で
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、
農
業
専
業
で
あ
っ

た
の
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
し
た
い
。

八
図
ｅ
Ｖ
を
見
る
と
「
名
寄
帳
』
Ｂ
に
記
さ
れ
た
物
吉
の
所

持
地
は
全
て
田
畑
で
あ
り
、
屋
敷
地
は
一
筆
も
含
ま
れ
て
い
な

い
。で
は
物
吉
の
屋
敷
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も

次
章
の
［
史
料
５
］
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
元
和

の
時
点
で
、
佐
野
村
で
は
な
く
隣
村
の
長
瀧
村
に
属
す
る
蟻
通

神
社
の
地
子
免
除
の
地
に
住
ん
で
い
た
の
で
名
寄
帳
に
は
屋
敷

地
が
出
て
こ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
［
史
料
４
］
を
見
て
み
よ
う
。

は
「
物
よ
し
分
」
と
一
括
さ
れ
、
高
持
百
姓
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
物
吉
の
人
び
と
が
新
し
く
村
人
と
し
て
認
め
ら

れ
、
記
載
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
人
数
の

増
加
は
、
｜
っ
に
は
『
名
寄
帳
」
Ｂ
で
「
物
よ
し
分
」
「
は
ま
ノ

わ
き
や
分
」
、
五
つ
の
番
な
ど
に
一
括
さ
れ
て
い
た
人
び
と
が
高

持
百
姓
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
い
は
家
来
百
姓

が
小
農
民
と
し
て
自
立
し
た
た
め
に
お
こ
っ
た
こ
と
と
考
え
ら

（
顔
）

れ
ろ
。

も
う
一
つ
は
前
記
の
②
で
記
し
た
よ
う
に
、
浜
分
の
人
び
と

が
入
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
浦
人
が
農
業
を
専
業
と
し
な
い
以
上

（
弱
）

持
高
が
少
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
新
参
や
自
立
し
た
ば
か
り

の
農
民
の
持
高
の
少
な
い
の
も
ま
た
当
然
で
あ
っ
て
、
佐
野
に

お
け
る
こ
の
時
期
の
零
細
な
土
地
所
有
者
の
人
口
増
は
見
か
け

の
も
の
、
つ
ま
り
従
来
は
正
規
の
村
人
と
認
識
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
零
細
な
土
地
の
所
有
者
た
ち
が
名
寄
帳
に
記
載
さ
れ
た
た

め
に
お
こ
っ
た
現
象
で
あ
っ
て
、
階
層
分
化
が
主
な
理
由
で
は

な
い
。

と
こ
ろ
で
八
図
ｅ
Ｖ
は
『
名
寄
帳
』
Ｂ
の
物
吉
の
所
有
地
の

地
味
を
、
八
図
ｆ
Ｖ
は
『
高
名
寄
」
に
記
載
さ
れ
た
物
吉
九
人

の
持
高
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
和
と
寛
永
で
は
物
吉
の
持

高
は
四
石
余
り
減
少
し
て
い
る
が
、
元
和
の
人
数
が
わ
か
ら
な

い
の
で
一
人
あ
た
り
の
平
均
の
所
有
高
も
減
少
し
た
と
い
え
る

［
史
料
４
］
貞
享
四
年
二
六
八
七
）
「
久
左
衛
門
方
よ
り
＋

郎
大
夫
方
江
高
替
越
帳
佐
野
村
久
左
衛
門

八
図
ｆ
Ｖ
に
あ
る
Ｓ
、
ｓ
ｏ
、
Ｅ
の
三
人
を
大
文
字
に
し
た
の

は
他
の
六
人
と
異
な
っ
て
僧
侶
の
よ
う
な
名
を
持
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
り
、
持
高
も
下
か
ら
三
位
で
あ
る
。
貞
享
四
年
の
『
高
替
越

帳
」
を
見
ろ
と
、
こ
の
三
人
が
い
ず
れ
も
同
じ
卯
年
に
『
高
名
寄
』

に
記
載
さ
れ
て
い
る
全
て
の
土
地
を
西
方
の
出
村
二
郎
兵
衛
ら
に

譲
っ
て
お
り
無
高
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
高
名
寄
』
に
は
地
味
や
地
名
、
面
積
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

（
前
略
）

出
村
二
郎
兵
衛

○
○
○
（
地
名
）

下
田
八
畝
拾
歩
九
斗
四
升
六
合
卯
二
入
元
物
よ
し
Ｓ

出
村
治
兵
衛

○
○
○
 

中
田
六
畝

七
斗
八
升

卯
二
入
元
同
ｓ
ｏ

△
△
△
（
地
名
）

中
畠
弐
畝
拾
八
歩
弐
斗
六
升
卯
一
一
入
元
同
人

出
村
左
次
兵
衛

□
□
□
（
地
名
）

中
田
五
畝
廿
三
歩
七
斗
四
升
五
合
卯
二
入
元
物
よ
し
Ｅ

く図ｅ＞『名寄帳」Ｂの物吉の所有地

方
一ノーヲテ

１４反8畝26分２１石4斗8升合計

く図ｆ＞「高名寄』の物吉の個人の持高

等級 筆数 面積 石
■凸

局

田田田田畠畠
々

々上上中下上下 ４８４２１１ 
2反3畝27分

６７６ 

３６２３ 

１２１０ 

３２０ 

５ 

4石4斗3升7合

1０１８ 

４７８１ 

１３８２ 

４６ 

２４ 

合計 2０ １４反8畝26分 21石4斗8升

人名 持高 人名 持
__■_= 

局

1石2斗7升4合

５３２ 

１８８８ 

９４６ 

２１４９ 

＊ｓｏ 
Ｃ 

Ｚ１ 

ｙ 

＊Ｅ 

1石４升合

１１ 

２４７５ 

７４５ 

合計１６石９斗1升９合
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八
図
ｆ
Ｖ
と
［
史
料
４
］
の
「
高
替
越
帳
」
を
比
べ
る
と
、
例
え

ば
Ｓ
の
持
高
は
「
高
名
寄
』
で
は
九
斗
四
升
六
合
で
あ
り
、
こ
こ

に
記
し
た
『
高
替
越
帳
』
の
中
の
出
村
二
郎
兵
衛
に
譲
渡
し
た
石

高
と
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
他
の
ｓ
ｏ
、
Ｅ
の
二
人

に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
『
高
替
越
帳
」
の
中
で
三
人
が

譲
渡
し
た
土
地
は
、
｜
兀
々
『
高
名
寄
』
に
記
さ
れ
た
三
人
の
持
高

の
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
『
高
替
越
帳
」
の
地
名
、

地
味
、
面
積
と
同
じ
土
地
は
［
史
料
２
］
の
慶
長
一
二
年
『
出
作

安
松
帳
」
の
中
に
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
『
高
名
寄
』
の

物
吉
の
田
畑
は
『
名
寄
帳
」
Ｂ
の
田
畑
を
引
き
継
い
で
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
『
高
替
越
帳
」
の
物
吉
三
人
の
田
畑
は
他
の

物
吉
の
人
び
と
と
は
異
な
っ
て
安
松
出
作
地
か
ら
は
全
く
購
入
し

な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
三
人
の
共
通
性
は
偶
然

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
も
次
章
以
下
で
検
討
し
て
み
た
い
。

江
戸
初
期
の
物
吉
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
け
ば
、
お
そ
ら
く
豊

臣
政
権
の
時
代
に
蟻
通
神
社
の
社
領
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
物
吉

の
人
び
と
は
、
農
業
に
対
し
て
濃
淡
の
あ
る
態
度
を
取
っ
た
も
の

の
（
寛
永
の
九
人
の
内
の
大
文
字
の
三
人
の
行
動
と
持
高
か
ら
判

断
し
て
）
、
近
く
の
安
松
出
作
地
の
田
畑
を
入
手
し
、
百
姓
と
し
て

の
生
活
を
始
め
た
。
元
和
に
は
正
規
の
佐
野
村
村
人
と
は
認
め
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
寛
永
ご
ろ
に
な
る
と
高
持
百
姓
と
し
て
定

着
し
、
村
人
と
し
て
名
寄
帳
に
載
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

無
之
候
殊
二
物
吉
共
義
佐
野
村
百
姓
分
二
相
加
リ
罷
有
候
而

も
往
古
ら
蟻
通
明
神
門
前
之
物
吉
共
一
一
候
得
者
明
神
御
境
内

之
道
を
越
候
処
地
子
御
免
許
之
地
二
居
申
候
事
偏
二
明
神
之

神
恩
二
候
只
今
新
法
二
各
々
右
神
役
相
勤
さ
せ
間
舗
と
被
申

候
事
物
工
一
一
被
存
候
と
申
候
ヘ
ハ
佐
野
村
庄
屋
年
寄
申
候
ハ

左
候
者
先
物
吉
共
一
一
も
今
一
應
相
尋
可
申
と
被
申
候
御
事

佐
野
村
庄
屋
年
寄
被
申
上
候
義
我
々
何
共
難
心
得
奉
存
候
神

役
相
勤
来
リ
候
證
擦
候
者
相
勤
さ
せ
可
申
候
由
當
社
之
義

マ
マ

御
殿
様
ら
度
々
之
御
修
覆
被
為
成
候
二
付
先
格
を
以
相
勤
候

者
共
一
一
神
役
相
勤
き
せ
候
得
者
只
今
ま
て
無
臭
義
神
役
勤
来

リ
申
候
物
吉
共
義
筋
目
格
別
之
者
二
候
ゆ
へ
御
社
内
出
入
之

事
如
何
敷
と
佐
野
村
庄
屋
年
寄
共
申
上
候
何
連
之
所
二
而
も

大
寺
大
社
一
一
ハ
門
前
と
申
有
之
候
而
仏
神
御
役
相
應
二
相
勤

申
候
此
度
如
何
存
候
哉
年
よ
り
之
物
吉
共
先
々
寄
進
二
御
番

相
勤
候
な
と
々
申
由
佐
野
村
庄
屋
年
寄
偽
り
を
申
さ
せ
彼
等

寄
進
二
神
役
相
勤
度
と
願
候
共
由
緒
無
之
相
勤
さ
せ
申
儀
無

御
座
候
神
恩
之
忘
御
役
相
勤
問
舗
義
以
之
外
二
奉
存
候
殊
一
一

物
吉
共
義
明
神
御
境
内
之
外
地
二
候
得
共
地
子
御
赦
免
被
為

成
候
事
蟻
通
明
神
門
前
物
吉
共
一
一
候
ゆ
へ
二
御
座
候
中
々
證

文
手
形
二
不
及
證
擦
と
奉
存
候
然
処
二
佐
野
村
占
先
年
領
堺

へ
出
置
候
百
姓
二
候
よ
し
何
之
由
緒
を
以
御
赦
免
地
二
彼
等

指
置
候
哉
乍
恐
御
吟
味
奉
願
候
御
事

文
書
の
内
容
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
の
文
書
の
年
代
を
決
定
し

て
お
き
た
い
。

現
在
蟻
通
神
社
に
は
江
戸
時
代
の
記
録
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い

な
い
こ
と
も
あ
り
、
申
年
の
神
社
修
復
が
何
年
の
こ
と
な
の
か
は

明
確
に
し
が
た
い
。
し
か
し
山
内
家
文
書
を
調
べ
て
み
る
と
文
中

の
長
瀧
村
年
寄
の
松
右
衛
門
が
長
瀧
村
中
番
の
年
寄
役
を
勤
め
て

中
村
伊
左
衛
門
殿

一
物
吉
共
屋
敷
就
神
恩
一
一
御
赦
免
地
一
一
罷
在
候
而
渡
世
連

き
々
々
之
百
姓
並
二
有
之
候
二
付
佐
野
村
庄
屋
年
寄
物
吉
共

一
一
何
可
と
申
付
背
神
慮
を
彼
等
ガ
地
を
致
押
領
御
公
儀
様

を
か
す
め
末
々
百
姓
並
二
役
等
致
さ
せ
庄
屋
年
寄
之
助
成
一
一

可
仕
と
被
存
新
法
二
神
役
相
勤
さ
せ
不
申
様
二
被
工
候
御
事

右
之
通
少
茂
相
違
無
御
座
候
聞
召
被
為
分
ヶ
先
規
之
通
物
吉
共

神
役
相
勤
候
様
二
御
吟
味
之
上
乍
恐
被
為
仰
付
被
下
候
者
難
有

可
奉
存
候
以
上

が
貞
享
四
年
に
は
三
人
が
田
畑
を
売
却
し
て
無
高
と
な
っ
た
。

申
四
月
廿
八
曰

（
卵
）

［
史
料
５
］
「
乍
恐
口
上
書
」

（
端
裏
書
）
蟻
通
森
番
物
吉
可
申
付
書
付
四
月
廿
八
曰
一
一

申
上
ル
扣

乍
恐
口
上
書

今
度
當
社
蟻
通
明
神
御
修
復
被
為
仰
付
候
一
一
付
先
規
法
式

之
通
神
役
相
勤
候
者
共
一
一
我
々
ち
役
義
申
渡
候
明
神
門
前
物

吉
村
之
者
共
先
格
一
一
而
御
普
請
之
間
御
社
内
之
番
勤
来
候
一
一

付
三
月
十
六
日
先
規
之
役
義
申
付
候
得
者
神
恩
之
役
義
御
番

一
一
候
ヘ
ハ
畏
候
と
申
候
処
一
一
同
廿
曰
物
吉
共
申
参
候
ハ
佐
野

村
庄
屋
中
私
共
へ
申
付
候
ハ
此
度
明
神
之
御
役
一
一
罷
出
候
事

無
用
二
致
候
様
二
と
候
ヘ
ハ
大
切
之
役
義
一
一
御
座
候
得
共
御

番
得
仕
間
舗
と
申
候
一
一
付
我
々
共
合
点
不
参
候
二
付
村
之
年

寄
松
右
衛
門
を
以
申
遣
候
ハ
先
規
占
相
勤
来
リ
申
候
物
吉
共

神
役
如
何
被
存
と
め
候
哉
と
申
候
得
ハ
佐
野
村
庄
屋
年
寄
申

候
者
長
瀧
村
氏
神
へ
佐
野
村
百
姓
神
役
一
一
出
候
義
無
之
事
一
一

候
先
規
も
我
々
共
へ
断
候
者
其
格
式
に
て
相
勤
さ
せ
可
申
候

へ
共
不
存
義
一
一
候
故
難
成
候
由
二
申
候
松
右
衛
門
申
候
ハ
唯

今
ま
て
ハ
物
吉
共
先
格
之
通
相
勤
候
得
者
各
々
へ
断
可
申
様

三
享
保
の
神
役
一
件

長
瀧
村
蟻
通
別
當

同
神
主

両
人
扣
へ

松
太
夫 宗
福
院
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庄
屋
山
内
氏
の
一
族
で
あ
り
、
蟻
通
神
社
と
山
内
氏
・
長
瀧
村
は

｛
訓
）

一
体
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、
な
に
よ
り
こ
の
文
書

が
山
内
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
前
に
、
こ
の
事
件
が
表
面
的
に
は
佐
野
村

と
蟻
通
神
社
の
対
立
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
佐
野
村
と
長
瀧

村
と
の
物
吉
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
両
村
の
対
立
と
す
る
理
由
は
、
神
社
側
を
代
表
し
て
佐
野
村

と
の
交
渉
に
あ
た
っ
て
い
る
の
が
神
主
で
も
社
僧
で
も
な
く
長
瀧

村
の
年
寄
役
で
あ
る
こ
と
。
神
主
の
木
戸
松
太
夫
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
近
世
長
瀧
村
の
基
礎
を
築
い
た
と
見
ら
れ
る
長
瀧
中
番
の

吉
共
義
筋
目
格
別
」
の
者
だ
か
ら
「
御
社
内
出
入
之
事
如
何
敷
」

と
矛
盾
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
主
張
し
て
い
る
こ
と
。

⑤
佐
野
側
が
、
蟻
通
神
社
の
命
令
で
な
く
物
吉
の
自
発
的
な
寄
進

と
し
て
な
ら
神
役
を
勤
め
さ
せ
る
と
の
妥
協
案
と
と
れ
る
案
を

示
し
て
き
た
こ
と
。

以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、
佐
野
村
の
村
役
人
が
新
法
を
言
い
懸

け
て
き
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
佐
野
村
の
庄
屋
・
年
寄
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う

に
戦
国
時
代
以
来
の
佐
野
庄
の
土
豪
で
あ
り
番
頭
で
あ
っ
て
、
物

吉
と
蟻
通
神
社
・
長
瀧
村
の
関
係
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
は
知
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
に
、
な
ぜ
ど
の
よ
う
な
目
的
で
こ
の
時
期

に
新
し
い
こ
と
を
言
い
懸
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
羽
）

い
た
の
は
、
正
徳
》
」
ろ
か
ら
享
保
九
年
ま
で
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

こ
の
間
の
申
年
は
丙
申
の
享
保
元
（
一
七
一
六
）
年
に
な
り
、
こ

の
文
書
は
こ
の
年
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
内
容
を
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

事
件
の
概
要
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
蟻
通
神
社
の
修
復
に
際

し
て
神
主
お
よ
び
社
僧
の
宗
福
院
が
物
吉
に
対
し
て
神
役
を
命
じ

た
と
こ
ろ
、
物
吉
は
本
村
の
佐
野
村
庄
屋
な
ど
の
意
向
だ
と
し
て

神
役
を
拒
否
し
た
た
め
蟻
通
神
社
が
藩
へ
訴
え
た
。

両
者
の
言
い
分
を
検
討
す
る
前
に
、
神
役
に
つ
い
て
少
し
考
え
て

お
き
た
い
が
、
こ
の
文
書
だ
け
で
は
神
役
の
内
容
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
。
た
だ
日
常
的
に
神
社
に
奉
仕
す
る
よ
う
な
役
で
は
な
く
、

普
請
の
場
合
な
ど
の
神
社
の
警
備
（
端
裏
書
の
森
番
の
語
句
か
ら

も
連
想
さ
れ
る
）
あ
る
い
は
普
請
の
下
働
き
な
ど
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

両
者
の
言
分
を
見
て
み
る
と
、
蟻
通
神
社
側
の
一
一
一
一
口
分
は
、
こ
れ

ま
で
も
神
社
の
修
復
の
場
合
は
物
吉
が
神
役
を
勤
め
て
い
て
、
こ

れ
は
古
来
か
ら
の
き
ま
り
で
あ
り
、
今
ま
で
は
問
題
な
く
勤
め
て

い
た
。
今
に
な
っ
て
新
し
く
文
句
を
一
一
一
一
口
っ
て
く
る
の
は
物
吉
を
百

姓
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
り
佐
野
村
の
庄
屋
な
ど
が
利
益
を
得
よ

う
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
物
吉
が
神
社
の
神
役
を
勤
め

る
の
は
地
子
免
除
の
神
社
の
土
地
に
住
ま
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る

神
恩
に
対
す
る
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
古
来
よ
り
神
役
を

Ｉ 

一
、
鶴
原
村
両
番
之
内
夙
と
申
者
筋
目
別
段
之
者
二
而
御
座
候
得

共
御
高
井
諸
役
へ
懸
り
物
宗
旨
人
別
等
之
儀
ハ
惣
百
姓
同
様

一
一
仕
居
候
右
夙
之
内
四
五
人
相
応
之
身
上
成
百
姓
御
座
候
此

度
為
御
冥
加
御
積
銀
之
義
奉
差
上
度
申
居
候
二
付
如
何
可
仕

候
哉
御
窺
奉
申
上
候
尤
御
冥
加
銀
と
し
て
差
上
度
願
出
候
義

一
一
候
ヘ
ハ
何
卒
願
之
通
御
許
容
被
為
成
下
候
ハ
バ
難
有
可

奉
存
候
猶
亦
曰
根
野
村
之
内
梓
巫
一
両
人
右
同
様
之
趣
意
一
一

而
罷
在
候

右
両
様
共
乍
恐
御
窺
奉
申
上
候
御
賢
慮
被
為
成
下
候
ハ
バ
難
有

可
奉
存
候
以
上

佐
野
村
が
新
法
を
言
い
懸
け
て
き
た
理
由
と
目
的
を
、
こ
の
史

料
だ
け
で
断
定
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と

は
一
一
一
一
口
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

①
長
瀧
側
が
言
う
よ
う
に
佐
野
村
が
物
吉
の
屋
敷
地
を
横
領
し
、

物
吉
を
百
姓
と
し
て
扱
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
の
役
の
負
担
を
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
例
は
、
つ
ぎ
の
山
内
家
文
書
（
［
史
料
６
］
［
史
料
７
］
）

で
も
見
ら
れ
る
。

勤
め
て
き
た
な
に
よ
り
の
證
拠
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
佐
野
村
の
言
分
は
、
物
吉
は
「
領
堺
へ
出
置
」
い

た
佐
野
村
の
百
姓
で
あ
り
、
佐
野
村
の
百
姓
が
長
瀧
村
の
村
社
で

あ
る
蟻
通
神
社
の
神
役
を
勤
め
る
理
由
は
な
い
。
古
来
か
ら
と
い

う
な
ら
そ
の
證
拠
を
示
せ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
両
者
の
言
い
分
を
比
べ
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
佐
野
側
が
従

来
の
慣
習
に
反
し
て
新
し
い
主
張
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は

①
こ
の
時
ま
で
に
何
度
か
神
社
の
修
復
な
ど
が
あ
り
、
物
吉
は
神

役
を
勤
め
て
き
た
と
思
わ
れ
る
の
に
、
こ
の
年
ま
で
佐
野
村
か

（
卯
）

ら
の
抗
議
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

②
最
初
に
神
主
側
か
ら
神
役
を
命
じ
ら
れ
た
物
吉
が
そ
の
場
で
拒

否
せ
ず
、
佐
野
の
村
役
人
に
言
わ
れ
て
拒
否
し
た
ら
し
い
こ
と
。

（
従
来
は
神
役
を
勤
め
て
い
た
ら
し
く
思
え
る
こ
と
）

③
神
社
側
の
抗
議
に
対
し
て
、
佐
野
側
が
物
吉
に
確
か
め
て
み
る

と
答
え
た
ら
し
い
こ
と
。
こ
れ
は
佐
野
の
村
役
人
が
「
新
法
」

に
確
信
を
欠
い
て
い
た
証
拠
と
も
い
え
ろ
。
（
次
章
で
み
る
よ
う

に
物
吉
村
は
戦
国
期
に
は
佐
野
村
に
属
し
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
佐
野
の
村
役
人
が
詳
し
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
）

④
佐
野
の
村
役
人
は
、
物
吉
は
佐
野
の
百
姓
だ
か
ら
長
瀧
の
神
役

は
で
き
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
藩
に
対
し
て
は
差
別
的
に
「
物

［
史
料
６
］

（
犯
）

「
乍
恐
御
内
意
御
窺
奉
申
上
候
」
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わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
佐
野
村
が
言
い
出

さ
ず
に
、
こ
の
時
期
に
言
い
出
し
た
理
由
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。

①
泉
州
で
は
、
こ
の
少
し
前
か
ら
江
戸
時
代
初
期
か
ら
の
慣
例
な

ど
（
古
法
）
が
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
。

例
え
ば
元
禄
一
四
（
一
七
○
二
年
に
代
替
わ
り
と
な
っ
た

佐
野
村
西
方
の
庄
屋
藤
田
十
郎
大
夫
は
、
翌
年
の
藩
主
へ
の
初

め
て
の
年
頭
の
挨
拶
の
順
序
が
東
方
庄
屋
の
吉
田
久
左
衛
門
の

方
が
先
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
異
義
を
申
し
立
て
た
。
理
由
は

現
在
の
藩
主
岡
部
氏
ど
こ
ろ
か
松
井
、
小
出
氏
が
藩
主
の
時
か

ら
、
つ
ま
り
江
戸
時
代
の
初
め
か
ら
年
頭
の
挨
拶
は
お
ろ
か
公

儀
に
差
し
出
す
諸
帳
簿
類
も
全
て
藤
田
、
吉
田
の
順
で
書
い
て

き
た
、
も
し
こ
の
格
式
が
崩
れ
る
な
ら
「
諸
事
一
一
付
村
中
格
式

悉
ク
や
ぶ
れ
」
と
主
張
し
た
が
、
現
在
の
久
左
衛
門
一
代
限
り

は
新
法
を
認
め
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
は
十
郎
大
夫
の
猛
烈
な

巻
き
返
し
に
よ
っ
て
先
規
の
通
り
＋
郎
大
夫
を
先
に
す
る
こ
と

（
狐
）

で
落
着
し
た
。

②
長
瀧
村
で
は
、
寛
文
一
二
（
一
六
七
一
一
）
年
に
蟻
通
神
社
の
社

僧
宗
福
院
と
長
瀧
村
の
中
心
で
あ
り
、
蟻
通
神
社
と
密
接
な
関

係
を
持
つ
中
番
庄
屋
の
山
内
喜
左
衛
門
が
対
立
し
て
喜
左
衛
門

が
庄
屋
役
を
罷
免
さ
れ
て
追
放
さ
れ
る
事
件
が
お
こ
り
、
こ
の

事
件
が
尾
を
引
い
て
、
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
に
は
一
族
の

こ
れ
ら
の
史
料
は
少
し
時
代
が
下
が
っ
た
文
政
二
（
一
八
一
九
）

年
の
も
の
で
あ
る
が
、
［
史
料
７
］
を
見
れ
ば
岸
和
田
藩
へ
の
冥
加

銀
の
上
納
に
対
し
て
小
前
百
姓
の
抵
抗
が
強
く
、
冥
加
銀
だ
か
ら

、 、

〆へ

文端
御恐付候ハ此右政裏戸
積奉之得先度御二書史
へ銀存虚共達御へ内卯一料
下年候御當而積前々六
限此威時之銀差月言７
略中段光小御御略上御乍一
一少御も前振冥一候積恐
々賢無之合加願銀御
宛慮御者二村書被内
雑之座共而々之々
用程候前ハ出扣仰御
銀奉而々掛銀出願
下願ハ与り仕候奉
ケ上聴ハ之候二申
被候請違者者付上

之候共へ 御候
成義ニヘ被地’一西
下（）付為方

薑歪砦淫鯉養
震雪鑑二濤
乍仰二義前

御
地
方

御
奉
行
中
様

卯
五
月
十
八
曰

中
通
り
積
銀
掛
り
三
人庄
屋
共

③
元
和
の
『
名
寄
帳
』
Ｂ
で
「
物
よ
し
分
」
と
さ
れ
た
人
び
と
が

寛
永
の
「
高
名
寄
」
で
百
姓
と
し
て
認
め
ら
れ
て
以
来
八
○
年

以
上
が
た
ち
物
吉
が
「
れ
き
々
々
の
百
姓
」
と
し
て
定
着
し
て

き
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
新
し
い
主
張
を
さ
せ
る
最
も
大
き
な

要
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
①
～
③
が
、
こ
の
時
期
に
佐
野
村
が
新
法
を
一
一
一
一
口
い
懸
け

た
理
由
で
あ
る
が
、
③
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
深
く
検
討
し
て
み

た
い
。

③
で
百
姓
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
記
し
た
が
、
従
来
の
物
吉
の

研
究
に
よ
れ
ば
、
物
吉
は
中
世
非
人
の
中
心
で
あ
っ
た
「
癩
者
」

の
流
れ
を
く
み
、
「
癩
者
」
の
近
辺
で
差
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、

独
特
の
姿
で
年
末
年
始
を
中
心
に
洛
中
洛
外
の
決
ま
っ
た
勧
進
場

（
犯
）

を
廻
っ
て
施
物
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
近
世
の
和
泉
の
物
吉
に
つ
い
て
は
、
「
癩
者
」
と
の
関
わ
り

を
示
す
文
書
も
伝
承
も
な
く
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
京
都
の

納
入
せ
よ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
納
得
さ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
こ
の
史
料
中
の
他
の
箇
所
で
も
見
ら
れ
る
が
、
冥

加
銀
の
代
わ
り
に
雑
用
銀
の
納
入
の
減
免
も
要
求
し
て
い
る
。
［
史

料
６
］
で
は
従
来
冥
加
銀
を
納
め
て
い
な
か
っ
た
被
差
別
の
夙
や

梓
巫
の
人
び
と
が
冥
加
銀
の
納
入
を
願
い
出
て
い
る
。

こ
れ
は
夙
や
梓
巫
ら
が
こ
の
機
会
に
負
担
を
負
う
こ
と
で
百
姓
身

分
へ
の
上
昇
を
期
待
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
［
史
料
７
］
も
考

慮
す
れ
ば
、
村
人
の
反
発
へ
の
対
策
と
し
て
、
村
役
人
た
ち
が
村

人
の
負
担
を
幾
分
で
も
軽
減
す
る
た
め
に
夙
な
ど
へ
冥
加
銀
負
担

を
押
し
つ
け
た
こ
と
と
夙
で
も
願
い
出
て
い
る
の
だ
か
ら
と
村
人

を
説
得
す
る
の
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
村
役
人
が
被
差
別
の
人
た
ち
に
負
担
を
押
し
つ
け
、
利

用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
見
ら
れ
た
こ
と
だ

と
思
わ
れ
る
。

②
後
に
論
ず
る
よ
う
に
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
変
動
の
中
で

物
吉
は
佐
野
村
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
近
世
・
江
戸
時

代
に
な
っ
て
も
一
部
で
（
神
役
な
ど
で
）
長
瀧
村
の
支
配
を
受

け
る
物
吉
を
完
全
に
佐
野
村
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
し
た
（
佐

野
村
支
配
に
す
る
こ
と
が
長
瀧
側
か
ら
言
え
ば
神
社
領
Ⅱ
長
瀧

領
の
横
領
と
な
っ
た
）
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
佐
野
村
が
新
法
を
一
一
一
一
口
い
出
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
享
保
元
年
の
こ
の
年
に
神
社
の
修
復
が
行

瀧
側
の
こ
の
混
乱
を
利
用
し
て
物
吉
に
対
す
る
長
瀧
側
の
影
響

（
お
）

力
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。

神
主
木
戸
松
太
夫
や
山
内
藤
兵
衛
を
含
む
村
内
の
有
力
者
二
一

人
に
庄
屋
山
内
長
左
衛
門
貞
俊
が
訴
え
ら
れ
る
事
件
も
お
こ

り
、
宝
永
五
二
七
○
八
）
年
に
も
一
族
の
内
紛
か
ら
庄
屋
の

山
内
長
左
衛
門
信
忠
が
庄
屋
役
を
罷
免
さ
れ
る
な
ど
蟻
通
神
社

の
神
主
。
社
僧
を
ま
き
こ
ん
だ
争
い
が
続
き
、
佐
野
村
側
は
長
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③
に
つ
い
て
も
う
一
つ
検
討
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
物
吉
自

身
が
百
姓
身
分
へ
の
定
着
を
め
ざ
し
て
努
力
し
て
い
た
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

神
役
一
件
で
は
物
吉
が
佐
野
村
と
長
瀧
村
の
間
に
あ
っ
て
い
た

ず
ら
に
右
往
左
往
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
史
料
は
俵
屋
新
田
の
文
書
で
あ
る
が
、
俵
屋
新
田
は
前
述

の
よ
う
に
佐
野
・
長
瀧
・
曰
根
野
を
中
心
に
成
立
し
た
村
で
あ
り
、

こ
の
文
書
の
所
有
者
で
あ
る
菊
氏
は
元
和
の
『
名
寄
帳
』
や
寛
永

の
『
高
名
寄
」
に
も
出
て
き
た
菊
左
近
番
即
ち
佐
野
村
年
寄
の
菊

左
近
の
一
族
と
い
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
時
に
は
俵
屋
新
田
村
の
庄

〈
羽
｝

屋
を
勤
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
定
期
的
に
竺
埠
物
を
非
人
番

に
渡
す
こ
と
は
俵
屋
新
田
で
初
め
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
古

く
か
ら
隣
接
の
三
ヶ
村
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
引
き
継
い
だ

と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
遺
物
の
受
取
が
俵
屋
新
田
の
非
人
番
（
存

在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
じ
で
は
な
く
、
長
瀧
村
お
よ
び
佐

野
村
（
市
場
半
六
の
名
か
ら
見
て
、
か
っ
て
の
市
場
番
、
佐
野
の

枝
村
の
市
場
村
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
）
の
非
人
番
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
三
ヶ
村
で
は
近
世
に
は
物
吉
で
は

な
く
非
人
番
に
よ
っ
て
遺
物
が
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
近
世
和
泉
の
物
吉
に
は
そ
の

名
と
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
な
勧
進
行
純
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
つ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

物
吉
な
ど
の
特
徴
と
さ
れ
た
、
定
期
的
に
施
物
を
求
め
た
こ
と
な

ど
も
な
か
っ
た
こ
と
は
つ
ぎ
の
史
料
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

［
史
料
８
］

八
月
並
黒
米
壱
升

自
分
心
付
三
升
都
合
四
升
遣
ス

九
月
祭
り
も
の

黒
米
三
合
宛

同
綿
半
斤
宛

十
二
月
節
季
候

白
米
壱
合
宛

正
月
物
盆
物

白
米
弐
合
宛

〆

又
ハ
田
地
作
り
不
申

右
之
通
相
究
是
ハ
大
株
斗
リ
、
難
渋
人
之
者
ハ
志
次
第
之
事

文
冊
書
付
市
ハ
半
六
へ
渡
置
、
為
念
如
此
一
一

四
月
廿
八
曰

天
保
八
丁
酉
年
長
瀧
幸
介
代
替
リ
ニ
付
、
又
ハ
如
此
書
付
渡

置
候
事

（
中
略
）

番
人
へ
遺
物
ひ
か
へ

正
月
大
黒
舞

白
米
壱
合
宛

五
月

黒
麦
弐
升
宛

（
”
）
 

「
永
代
諸
覚
帳
」

！
 佐
野
村
の
村
役
人
た
ち
の
思
惑
が
物
吉
に
対
す
る
長
瀧
村
の
影

響
力
の
排
除
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
村
役
人
の
そ
の
意
向
を
利
用
す

る
形
で
物
吉
の
人
び
と
は
自
身
の
百
姓
定
着
化
を
は
か
ろ
う
と
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
こ
と
か
ら
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

①
最
初
の
申
し
入
れ
が
長
瀧
側
の
反
論
に
あ
う
と
、
佐
野
の
村
役

人
が
一
応
物
吉
の
意
見
を
聞
く
と
一
一
一
一
口
い
（
ポ
ー
ズ
で
あ
る
可
能

性
も
あ
る
が
）
、
結
局
新
法
を
引
っ
込
め
な
か
っ
た
こ
と
は
、
物

吉
の
人
び
と
が
神
役
を
引
き
受
け
る
こ
と
（
差
別
を
温
存
す
る

こ
と
に
な
る
）
に
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

②
年
よ
り
の
物
吉
が
、
こ
れ
か
ら
は
奉
仕
と
し
て
神
役
を
勤
め
て

も
良
い
と
申
し
出
た
こ
と
は
佐
野
村
村
役
人
の
「
偽
り
」
（
前
述

し
た
よ
う
に
佐
野
側
の
妥
協
策
で
も
あ
る
）
ば
か
り
で
は
な
く
、

神
社
の
命
令
で
神
役
を
や
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
く
ク
自
分
た
ち

が
主
導
権
を
も
っ
て
能
動
的
に
神
役
を
奉
仕
す
る
と
主
張
す
る

こ
と
で
従
来
か
ら
の
差
別
の
絆
を
脱
し
よ
う
と
す
る
物
吉
の
人

び
と
の
意
見
を
反
映
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
史
料
だ
け
か
ら
こ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
こ
と
は
難
し
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
物
吉
の
人
び
と
が
明
治
に
入
っ
て
村
の
名
を

改
め
た
り
、
佐
野
村
か
ら
離
れ
た
り
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
機

会
を
と
ら
え
て
自
ら
の
状
態
を
改
善
し
よ
う
と
い
う
意
欲
は
い
つ

こ
の
［
史
料
８
］
は
俵
屋
新
田
村
の
庄
屋
菊
家
の
文
書
で
あ
り
、

俵
屋
新
田
は
正
保
二
（
一
六
四
五
）
年
に
曰
根
野
、
長
瀧
、
佐
野

の
三
ヶ
村
領
の
空
地
を
中
心
に
開
発
が
行
わ
れ
て
成
立
し
た
新
田

（
蛆
）

村
で
あ
る
。

こ
の
文
書
は
、
少
し
時
代
が
下
が
っ
た
天
保
八
（
一
八
三
七
）

年
の
も
の
で
あ
る
が
、
か
な
り
以
前
か
ら
俵
屋
新
田
村
が
盆
や
年

末
年
始
の
遺
物
を
長
瀧
の
非
人
番
幸
介
（
助
）
に
渡
し
、
か
れ
の

死
後
は
市
場
半
六
に
渡
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
見
ら
れ
る
盆
や
年
末
年
始
に
遺
物
を
受
け
る
こ
と
こ

そ
、
従
来
い
わ
れ
て
い
た
物
吉
の
姿
で
あ
り
、
す
ぐ
近
く
に
物
吉

村
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
非
人
番
が
遺
物
を
受
け
取
り
、
そ
れ

が
定
着
し
て
い
る
こ
と
（
文
面
か
ら
見
る
と
既
得
権
化
し
て
い
る

と
い
え
る
）
は
、
近
世
の
和
泉
の
物
吉
に
は
遺
物
を
定
期
的
に
受

け
取
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

文
政
弐
已
卯
年
七
月
六
曰
迄
長
瀧
村
之
非
人
番
幸
介
へ
預
ヶ

置
候
、
然
ル
所
幸
助
義
死
去
に
付
、
右
七
月
六
曰
断
二
年
寄

太
兵
衛
方
へ
参
り
候
二
付
、
夫
ら
市
ハ
半
六
へ
預
ヶ
申
候
、

此
時
王
子
村
清
蔵
ハ
頭
役
二
而
太
兵
衛
方
へ
参
り
、
其
村
方

ら
勝
手
二
外
之
番
人
へ
御
預
ヶ
被
成
候
義
ハ
相
成
不
申
様
ヲ

申
候
得
共
、
当
村
ニ
ハ
是
迄
之
方
ヲ
以
市
ハ
半
六
へ
預
ヶ
申

候
（
下
略
）

1, 
111 
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件
に
鶴
原
が
全
く
出
て
こ
な
い
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
す
で

に
前
に
記
し
た
よ
う
に
、
曰
根
野
の
大
井
関
神
社
が
こ
の
地
域
の

惣
社
と
し
て
広
い
信
仰
圏
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
蟻
通
神
社

（
“
）
 

は
有
名
な
割
に
は
長
瀧
の
村
社
の
性
格
が
強
か
っ
た
と
い
え
る

が
、
そ
の
蟻
通
神
社
と
近
世
に
強
い
関
係
を
有
し
て
い
た
物
吉
が

長
瀧
庄
と
無
関
係
に
鶴
原
庄
に
属
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
な

い
。
結
論
か
ら
一
一
一
一
口
え
ば
物
吉
は
中
世
に
は
長
瀧
庄
に
属
し
、
そ
の

後
中
世
末
期
に
は
一
時
期
鶴
原
庄
に
属
し
、
近
世
に
入
っ
て
佐
野

村
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
物
吉
は
長
瀧
庄
か

ら
鶴
原
庄
に
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
前
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
中
世
の
物
吉
は
江
戸
時
代

の
よ
う
に
農
業
を
生
業
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
史
料
が
な
い
の
で
断
言
は
で
き
な
い
が
、
若
干
の
耕
地

は
持
っ
て
い
た
に
せ
よ
物
吉
の
名
称
や
［
史
料
５
］
に
も
「
百
姓

分
二
加
リ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
江
戸
時
代
以
前
は
農
業
を
中

心
と
す
る
の
で
は
な
く
、
寺
社
の
下
働
き
ま
た
は
遺
物
を
受
け
取

る
勧
進
な
ど
を
生
業
と
し
て
い
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ

（
幅
）

ろ
う
。
以
上
の
こ
と
に
も
留
意
し
て
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
理
由

で
長
瀧
庄
か
ら
鶴
原
庄
に
移
っ
た
の
か
考
え
て
み
よ
う
。

九
条
政
基
の
「
旅
引
付
』
は
戦
国
期
の
曰
根
庄
の
様
子
を
記
録

し
た
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
曰
根
野
・
入

（
机
）

の
時
代
に
仏
Ｕ
か
れ
ら
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

最
後
に
こ
の
神
役
一
件
の
結
果
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
山
内
家
に
は
結
果
を
記
し
た
文
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、

も
し
か
な
り
争
論
が
長
期
に
わ
た
る
か
長
瀧
側
に
不
利
で
あ
っ
た

場
合
は
山
内
家
の
記
録
な
ど
に
少
し
は
残
る
は
ず
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
そ
う
し
た
こ
と
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
天
保
期
の
『
拾
遺

泉
州
志
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
鶴
原
の
夙
や
久
米
田
の
道
傍

（
法
）
と
並
べ
て
差
別
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
地
域
の
古
老

の
話
に
よ
る
と
近
代
に
も
神
社
の
下
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
な
ど

か
ら
考
え
て
、
結
局
は
長
瀧
側
の
意
見
が
通
っ
て
従
来
通
り
と
な

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
と
め
て
お
け
ば
、
和
泉
の
物
吉
は
蟻
通
神
社
の
神
役
を
引
き

受
け
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
田
畑
を
所
有
し
、

生
業
を
農
業
と
し
て
い
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
物
吉
の

人
び
と
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
差
別
を
乗
り
越
え
て
百
姓
定
着

へ
の
努
力
を
見
せ
た
が
や
は
り
差
別
の
壁
は
厚
く
、
完
全
に
は
乗

り
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
和
泉
に
は
江
戸
時
代
初
め

か
ら
農
業
を
主
と
す
る
物
吉
の
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

四
、
●
中
世
の
物
吉

； 

山
田
村
な
ど
で
は
、
の
ち
の
江
戸
時
代
に
庄
屋
・
年
寄
と
な
る
番

頭
層
を
中
心
と
し
て
村
が
一
つ
に
ま
と
ま
り
、
力
を
合
わ
せ
て
守

護
方
、
根
来
勢
力
、
荘
園
領
主
ら
が
入
り
乱
れ
て
の
混
乱
し
た
情

勢
に
対
処
し
て
い
る
姿
が
い
き
い
き
と
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
う
し
た
村
の
姿
は
隣
接
す
る
熊
取
、
上
之
郷
、
佐
野
で
も
同

様
だ
っ
た
こ
と
は
「
旅
引
付
」
や
こ
れ
ら
の
地
域
に
残
さ
れ
た
文

（
妬
）

書
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
全
て
の
地
域
が
同
様
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
曰
根
野
の
隣
に
あ
る
長
瀧
庄
で
は
こ
う

し
た
姿
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が

あ
る
。
『
旅
引
付
」
に
は
長
瀧
庄
が
八
回
登
場
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど

が
軍
勢
の
進
駐
の
話
で
あ
り
、
村
人
が
出
て
く
る
の
は
、
文
亀
二

二
五
○
一
一
）
年
九
月
一
日
の
大
水
に
よ
り
「
槌
丸
・
菖
蒲
村
等

之
樋
共
落
流
」
し
長
瀧
庄
に
流
留
し
た
た
め
樋
を
引
き
上
げ
よ
う

と
し
た
が
入
山
田
四
ヶ
村
・
曰
根
野
東
西
の
地
下
人
だ
け
で
は
成

功
せ
ず
、
上
郷
三
ヶ
村
・
長
瀧
一
庄
も
協
力
し
た
話
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
時
も
上
郷
は
酒
を
人
び
と
に
振
る
舞
っ
た
が
長
瀧
で
は
そ
う

し
た
こ
と
を
指
導
す
る
人
物
も
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
じ

く
文
亀
二
年
九
月
一
二
日
の
条
に
は
、
根
来
勢
力
の
侵
入
に
備
え

て
佐
野
・
井
原
・
上
郷
・
熊
取
・
新
花
・
木
嶋
以
下
の
村
む
ら
が

入
山
田
に
財
物
・
牛
馬
を
多
数
預
け
て
あ
っ
た
話
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
戦
乱
に
備
え
て
家
財
を
疎
開
さ
せ
る
こ
と
は
ご
く
普
通
の

こ
と
で
は
あ
る
が
、
村
人
個
人
が
っ
て
を
た
ど
っ
て
入
山
田
村
へ

が
、
江
戸
時
代
以
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

最
初
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
熊
取
の
中
家
文
書
の
中
に
享
禄

（
蝿
）

五
（
一
五
一
一
一
一
一
）
年
の
「
赤
坂
孫
二
郎
田
地
売
券
」
が
あ
り
、
売

買
の
対
象
と
な
っ
た
田
地
の
所
在
地
と
し
て
「
泉
州
曰
根
郡
鶴
原

庄
内
物
吉
南
之
ソ
イ
ニ
コ
レ
ア
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
享
保
の
神
役
一
件
に
つ
い
て
の
佐
野
村
の
態
度
か
ら
見

て
物
吉
村
は
昔
か
ら
佐
野
村
に
属
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い

の
で
、
江
戸
時
代
以
前
は
鶴
原
庄
に
属
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
も

決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
む
し
ろ
鶴
原
と
佐
野
が
近
接
し
て
い

る
点
や
後
述
す
る
理
由
か
ら
も
一
時
期
は
物
吉
村
が
鶴
原
庄
に
属

し
て
い
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

元
和
の
「
名
寄
帳
』
な
ど
か
ら
見
て
も
物
吉
は
散
在
し
て
い
た

の
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
た
ら

し
い
こ
と
も
考
え
る
と
中
家
文
書
の
「
物
吉
」
は
地
名
と
い
う
よ

り
物
吉
村
を
指
し
て
お
り
、
元
和
の
「
名
寄
帳
』
に
「
物
よ
し
分
」

と
一
括
さ
れ
、
寛
永
の
『
高
名
寄
』
に
記
さ
れ
た
九
人
の
物
吉
の

先
祖
に
あ
た
る
人
び
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
物
吉
の
文
献
上
の
初
出
が
曰
葡
辞
書
と
さ
れ
、
物
吉
村
が

近
世
に
入
っ
て
成
立
し
た
と
の
従
来
の
説
は
百
年
近
く
修
正
さ
れ

（
側
）

る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
中
世
の
和
泉
の
物
吉
村
は
往
古
よ
り
鶴
原
庄
に
属
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
享
保
の
神
役
一
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
来
寺
と
関
係
の
深
か
っ
た
禅
興
寺
は
つ
い

（
兜
）

に
再
興
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

中
世
の
物
吉
は
こ
の
蟻
通
神
社
と
禅
興
寺
の
両
方
に
深
い
関
係

（
認
）

を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
史
料

が
見
い
だ
せ
な
い
が
、
私
は
中
世
に
は
蟻
通
神
社
に
物
吉
が
お
り
、

禅
興
寺
に
は
道
傍
（
法
）
系
の
人
び
と
が
居
い
て
一
一
つ
が
一
緒
に

な
っ
て
近
世
の
和
泉
の
物
吉
を
構
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
が
、
そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。

①
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
寛
永
の
『
高
名
寄
」
に
記
さ
れ
た

物
吉
の
名
の
中
に
僧
に
類
似
し
た
名
の
人
び
と
が
い
て
大
部

分
の
物
吉
の
人
た
ち
が
安
松
出
作
地
か
ら
田
畑
を
買
得
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
一
一
一
人
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
（
た

だ
し
所
持
地
は
地
名
か
ら
み
る
と
出
作
地
の
近
く
で
あ
り
、
開

（
訓
）

墾
に
よ
っ
て
入
手
し
た
可
能
性
も
あ
る
）
。
本
稿
の
一
「
で
述

べ
た
よ
う
に
こ
の
一
一
一
人
が
同
時
に
田
畑
を
手
放
し
て
い
る
な
ど

一
致
し
た
行
動
を
と
っ
て
い
た
ら
し
く
思
え
る
こ
と
。

②
禅
興
寺
が
行
基
と
関
係
の
深
い
恵
基
の
建
立
と
伝
え
ら
れ
、
’

四
世
紀
に
は
久
米
田
寺
が
長
瀧
庄
の
公
文
職
な
ど
を
取
得
す
る

な
ど
、
長
瀧
と
の
関
係
が
強
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
近
世
の
物
吉

の
中
で
行
基
の
建
立
で
あ
る
泉
州
の
大
寺
久
米
田
寺
の
道
傍

（一ｍ）

（
法
）
と
親
密
な
関
係
を
持
つ
人
び
と
が
い
た
ら
し
い
こ
と
。

③
『
拾
遺
泉
州
志
』
の
中
で
中
盛
彬
が
「
つ
る
原
の
宿
村
、
久
米

疎
開
さ
せ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
前
記
の
五
ヶ
村
の
家
財
と
な

れ
ば
多
数
に
の
ぼ
る
と
思
わ
れ
、
戦
乱
前
夜
の
あ
わ
た
だ
し
さ
の

中
で
は
混
乱
し
て
収
拾
が
つ
か
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た

こ
と
も
な
く
整
然
と
家
財
の
避
難
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
の
は
五
ヶ

村
の
番
頭
た
ち
の
指
導
と
横
の
緊
密
な
連
絡
が
あ
っ
た
か
ら
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
家
財
の
避
難
に
は
、
戦
乱
の
影
響
を
大
き
く
受
け

る
は
ず
の
長
瀧
は
入
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
偶
然
で
も
、
九
条
政

基
が
書
き
も
ら
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
九
条
政
基
が
曰
根
庄
に
や

っ
て
来
た
こ
ろ
長
瀧
で
は
長
瀧
庄
以
来
の
古
い
体
制
が
崩
れ
て
番

頭
層
を
中
心
と
し
た
村
の
ま
と
ま
り
が
崩
壊
し
て
い
た
の
で
あ

る
。江
戸
時
代
の
長
瀧
村
は
東
西
中
の
三
番
に
分
か
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
は
中
世
以
来
で
は
な
く
豊
臣
秀
頼
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
と

い
わ
れ
て
お
り
、
最
初
は
庄
屋
も
な
か
っ
た
が
、
の
ち
に
山
内
氏

（
〃
）

な
ど
が
一
二
番
の
庄
屋
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
山
内

氏
が
庄
屋
と
し
て
た
め
池
の
築
造
や
灌
溺
設
備
の
整
備
な
ど
に
力

を
尽
く
し
、
近
世
の
長
瀧
村
の
基
礎
を
築
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
が
、
山
内
氏
の
先
祖
は
九
条
政
基
が
曰
根
庄
へ
来
る
少
し
前
に

関
東
か
ら
長
瀧
の
地
に
や
っ
て
来
た
と
伝
え
ら
れ
、
一
六
世
紀
の

中
ご
ろ
の
天
文
年
間
に
長
瀧
村
に
お
け
る
指
導
権
を
確
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
関
東
か
ら
来
た
と
い
っ
た
伝
承
を
そ
の
ま
ま
信
じ

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
長
瀧
で
は
周
辺
の
佐
野
・
曰
根
野
・
上

Ｉ 
田
の
道
傍
村
、
佐
野
の
も
の
よ
し
村
」
と
三
つ
並
べ
て
書
い
た

の
は
、
こ
の
三
村
に
関
連
性
を
認
め
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
の
三
村
が
「
か
わ
た
」
と
百
姓
身
分
の
間
だ
と
い
う
共
通
性

だ
け
な
ら
同
じ
よ
う
な
村
は
泉
南
に
は
他
に
も
あ
る
の
に
、
こ

の
三
村
を
一
く
く
り
に
し
た
の
は
、
中
世
以
来
の
こ
の
一
一
一
村
の

関
係
が
江
戸
時
代
も
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
自
身
も
中
世
の
土
豪

の
系
譜
を
引
く
盛
彬
が
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

る
。

④
［
史
料
５
］
に
は
「
大
寺
大
社
ニ
ハ
門
前
と
申
有
之
候
而
仏
神

御
役
相
應
一
一
相
勤
申
候
」
と
あ
る
が
、
一
般
的
な
こ
と
を
言
っ

た
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
蟻
通
神
社
ク
ラ
ス
を
大
社
と
す
る
な

ら
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
神
社
は
泉
南
地
方
に
も
他
に
多
く
あ
る

が
被
差
別
の
神
役
を
勤
め
る
人
び
と
が
必
ず
い
る
わ
け
で
は

（
苑
）

な
い
。
と
す
れ
ば
「
大
寺
大
社
」
は
、
滅
び
て
百
年
余
り
た
つ

と
は
い
え
禅
興
寺
や
蟻
通
神
社
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
の
言

葉
で
は
な
か
っ
た
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
中
世
に
は
物
吉
の
人
び
と
が
蟻
通
神
社
と

関
係
を
持
っ
て
神
役
を
勤
め
、
佐
野
の
市
場
な
ど
を
含
め
た
地
域

で
勧
進
を
生
業
と
し
て
暮
ら
し
て
お
り
、
一
方
道
傍
の
人
び
と
は

禅
興
寺
に
属
し
て
寺
役
を
勤
め
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
国
期
の
混

乱
の
中
で
長
瀧
庄
が
解
体
し
、
禅
興
寺
や
蟻
通
神
社
も
衰
退
す
る

な
か
で
物
吉
・
道
傍
の
人
び
と
は
長
瀧
庄
を
離
れ
、
お
そ
ら
く
夙

之
郷
・
熊
取
な
ど
と
異
な
っ
て
中
世
以
来
の
番
頭
層
が
江
戸
時
代

ま
で
村
の
指
導
者
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
一
六
世
紀
に
入
る
と
外

来
の
新
勢
力
が
台
頭
し
、
新
旧
の
交
代
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

く
岨
）

っ
た
。
し
た
が
っ
て
九
条
政
基
が
曰
根
野
に
や
っ
て
来
た
こ
ろ
の

長
瀧
は
強
力
な
指
導
者
を
欠
い
た
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

長
瀧
庄
は
鎌
倉
時
代
以
来
の
摂
関
家
渡
領
で
あ
り
、
在
地
の
土

豪
中
原
氏
（
曰
根
野
氏
）
が
包
富
名
や
弥
富
名
の
下
司
や
公
文
な

ど
の
荘
官
を
勤
め
て
い
た
が
、
一
四
世
紀
初
期
に
は
弥
富
下
司
職

と
長
瀧
荘
公
文
職
が
久
米
田
寺
に
寄
進
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
は
荘

園
領
主
で
あ
る
九
条
家
の
力
が
次
第
に
衰
退
し
、
荘
官
の
中
原
百

根
野
）
氏
も
ま
た
在
地
で
の
勢
力
を
低
下
さ
せ
、
一
六
世
紀
に
入

（
⑲
）
 

る
と
本
家
は
美
濃
に
移
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
荘
園

領
主
や
荘
官
の
弱
体
化
が
前
記
の
新
旧
交
代
を
可
能
と
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
長
瀧
庄
が
徐
々
に
解
体
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
長
瀧
庄

の
宮
座
（
村
人
）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
蟻
通
神
社
も
、
長

（
釦
）

瀧
庄
に
建
立
ざ
れ
行
基
の
同
朋
で
あ
る
恵
基
が
本
願
で
あ
り
、
「
当

（
副
）

庄
（
曰
根
庄
）
建
立
の
本
寺
」
と
記
さ
れ
、
正
和
五
（
’
’
’
’
一
六
）

年
の
「
曰
根
野
村
絵
図
」
に
も
大
き
く
描
か
れ
て
い
て
、
当
時
は

泉
南
の
地
に
相
当
の
勢
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
禅
興
寺
も

そ
の
力
を
失
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
や
が
て
、
天
正
五
二

五
七
七
）
年
の
織
田
信
長
の
雑
賀
攻
撃
の
際
に
禅
興
寺
と
蟻
通
神

社
は
と
も
に
焼
失
し
、
近
世
に
な
っ
て
蟻
通
神
社
が
再
興
さ
れ
た
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全
く
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
推
測
の
羽
根
を
伸
ば
す
な
ら
、
正
和

五
（
’
’
一
二
六
）
年
の
「
曰
根
野
村
絵
図
」
に
描
か
れ
た
「
古
作

ヲ
坂
之
物
池
ニ
ッ
キ
旱
」
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
「
坂
の
物
」
に

つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
説
も
あ
る
が
、
も
し
池
の
築
造
が
久
米
田

（
塊
）

寺
ま
た
は
西
大
寺
の
関
係
者
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
禅
興
寺
の
道
傍

は
そ
の
子
孫
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
の
蟻
通
神

社
と
の
神
役
が
恒
常
的
な
祭
礼
な
ど
の
時
で
は
な
く
、
非
恒
常
的

な
普
請
の
時
だ
け
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
、
物
吉
の
一
部
の
人

び
と
が
池
を
築
造
し
た
技
術
者
の
子
孫
と
す
る
な
ら
説
明
が
可
能

で
あ
ろ
う
。

明
治
維
新
以
後
の
物
吉
村
は
南
村
と
名
を
変
え
、
佐
野
村
に
残

る
こ
と
な
く
、
明
治
一
三
（
一
八
八
九
）
年
に
は
安
松
村
・
岡
本

（
田
）

村
・
樫
井
村
と
赴
く
に
南
中
通
村
と
な
っ
た
。
昭
和
に
入
っ
て
曰
中

戦
争
が
始
ま
り
、
戦
争
が
拡
大
し
て
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年

に
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
、
陸
軍
に
よ
っ
て
当
地
に
明
野
飛
行

学
校
佐
野
分
校
の
建
設
が
計
画
さ
れ
た
。
翌
年
か
ら
村
・
神
社
・

田
畑
・
池
を
つ
ぶ
し
て
飛
行
場
建
設
工
事
が
始
ま
り
、
南
中
通
村

に
属
し
て
い
た
南
村
は
集
団
で
移
転
す
る
こ
と
な
く
分
散
し
て
移

（
“
）
 

転
し
消
滅
し
た
。

江
戸
時
代
の
史
料
を
中
心
に
物
吉
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
物

吉
な
ど
の
被
差
別
民
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
末
発
見
の
史
料
、

気
が
つ
か
れ
ず
に
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
史
料
も
あ
る
と
思
わ
れ

二
ｍ
）

の
人
び
と
と
の
関
係
か
ら
鶴
原
庄
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鶴

原
に
移
っ
て
の
ち
、
物
吉
・
道
傍
の
人
び
と
は
、
禅
興
寺
・
蟻
通

神
社
と
い
う
後
ろ
だ
て
を
失
っ
て
従
来
の
生
活
を
続
け
て
い
く
こ

と
が
困
難
と
な
り
、
し
だ
い
に
農
業
中
心
の
生
活
へ
と
転
換
を
は

か
り
（
た
だ
し
、
一
」
の
両
者
の
農
業
へ
の
取
り
組
み
方
に
濃
淡
の

あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
所
有
地
の
差
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
、

慶
長
二
一
年
前
後
か
ら
開
墾
ま
た
は
安
松
出
作
地
の
田
畑
を
買
得

（
詔
）

し
て
い
く
こ
と
で
百
姓
化
－
）
て
い
っ
た
。

天
正
一
三
（
一
五
八
五
）
年
の
豊
臣
秀
吉
の
根
来
攻
め
が
終
わ

っ
て
戦
乱
が
終
息
す
る
と
、
従
来
か
ら
の
長
瀧
と
の
深
い
関
係
か

ら
、
物
吉
と
道
傍
の
人
び
と
は
人
数
の
多
い
物
吉
の
人
び
と
が
指

導
権
を
と
っ
て
（
し
た
が
っ
て
全
体
が
近
世
に
は
物
吉
と
呼
ば
れ

た
）
再
び
長
瀧
庄
に
あ
る
地
子
免
除
の
蟻
通
神
社
の
境
内
地
に
住

む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
蟻
通
神
社
が
本
格

的
に
再
興
さ
れ
た
の
は
慶
長
一
七
（
一
六
一
一
一
）
年
で
あ
り
、
豊

臣
秀
頼
の
命
に
よ
り
吉
田
豊
後
守
が
奉
行
と
な
っ
て
行
わ
れ
た

が
、
そ
れ
以
前
の
慶
長
八
（
一
六
○
三
）
年
に
は
山
内
氏
な
ど
に

（
弱
）

よ
っ
て
蟻
通
神
社
の
再
建
が
行
わ
れ
始
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
時

期
に
物
吉
の
人
び
と
が
鶴
原
か
ら
蟻
通
神
社
の
地
に
移
住
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
際
か
っ
て
の
禅
興
寺
・
蟻
通
神
社
と
の

間
に
慣
例
と
な
っ
て
い
た
多
く
の
仏
役
・
神
役
が
整
理
ざ
れ
簡
略

化
さ
れ
て
江
戸
時
代
の
蟻
通
神
社
と
物
吉
の
神
役
と
な
っ
て
残
っ

’ 
る
。
今
後
和
泉
だ
け
で
な
く
各
地
域
で
新
し
い
史
料
が
見
つ
か
れ

ば
よ
り
正
し
く
豊
か
な
物
吉
像
が
描
け
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ

る
。今
回
の
粗
雑
な
論
考
で
も
い
く
ら
か
新
し
い
知
見
が
、
従
来
の

物
吉
像
に
加
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
が
、
多
く
の
今
後
解
明
す
べ
き

課
題
も
残
っ
た
。
と
く
に
道
傍
に
つ
い
て
は
史
料
の
裏
付
け
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の
他
多
く
の
誤
り
も
あ
る
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
大
方
の
御
叱
正
、
御
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

な
お
今
回
の
発
表
に
際
し
て
快
く
史
料
の
公
開
を
許
可
し
て
い

た
だ
い
た
山
内
家
の
山
内
六
女
子
さ
ん
、
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
、

岸
和
田
高
校
お
よ
び
道
傍
の
史
料
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
岸
和

田
市
史
編
纂
室
玉
谷
哲
氏
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

へ淫（
１
）
道
法
に
つ
い
て
は
、
天
明
六
（
’
七
八
六
）
年
の
『
泉
州
南
郡
久
米

多
寺
境
内
下
人
非
人
道
法
井
門
前
借
屋
宗
旨
改
帳
面
之
覚
』
を
見

る
と
、
寛
文
頃
よ
り
宗
旨
改
帳
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
道
法
が

江
戸
時
代
初
期
か
ら
久
米
田
寺
境
内
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
一
つ
。

天
保
一
四
（
一
八
四
三
）
年
の
「
泉
州
南
郡
寺
社
覚
』
に
は
「
久
米

田
寺
下
人
非
人
道
法
之
者
開
基
行
基
菩
薩
摂
州
有
馬
郷
よ
り
九

人
連
れ
此
所
に
居
住
を
被
免
夫
方
今
に
至
り
家
拾
九
軒
に
罷
成
相

近
世
を
中
心
に
和
泉
の
物
吉
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
い
つ
ご

ろ
か
ら
物
吉
が
和
泉
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は

（
帥
）

た
の
で
あ
ろ
う
。

泉
州
に
お
け
る
検
地
は
天
正
一
三
年
と
文
禄
一
一
一
（
’
五
九
四
）

年
の
太
閤
検
地
お
よ
び
慶
長
九
二
六
○
四
）
年
の
徳
川
幕
府
に

よ
る
検
地
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
物
吉
村
が
佐
野
村
に
村
切
さ
れ

た
の
は
慶
長
九
年
の
江
戸
幕
府
の
検
地
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

物
吉
村
が
蟻
通
神
社
の
境
内
地
に
あ
り
、
蟻
通
神
社
が
長
瀧
村

に
属
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
物
吉
村
を
長
瀧
領
と
し
な
か
っ

た
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

①
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
物
吉
の
人
び
と
が
所
有
す
る
田
畑
が

佐
野
村
に
あ
っ
た
。

②
物
吉
村
が
蟻
通
神
社
の
境
内
と
は
い
え
神
社
と
は
熊
野
街
道
を

隔
て
て
佐
野
側
に
あ
り
、
街
道
に
よ
っ
て
村
切
が
し
や
す
か

（
⑪
）
 

っ
た
。

③
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
長
瀧
村
も
山
内
家
な
ど
の
新
興

勢
力
が
定
着
し
、
中
世
の
長
瀧
庄
と
物
吉
と
の
関
係
は
薄
れ
て

い
て
、
徳
川
政
権
と
し
て
は
そ
う
し
た
関
係
を
考
慮
す
る
必
要

が
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に
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伝
り
申
候
此
者
共
宗
旨
者
京
都
西
本
願
寺
末
寺
堺
善
教
寺
旦
那

に
而
候
」
と
あ
り
、
岸
和
田
市
史
史
料
第
一
輯
『
泉
州
久
米
田
寺

文
書
』
の
中
の
「
久
米
多
寺
隆
池
院
由
緒
書
」
に
は
久
米
多
寺
の
当

時
の
様
子
を
伝
え
て
。
、
当
山
家
頼
（
来
力
）
屋
舗
一
村
、
在

兆
内
之
域
外
人
家
都
テ
三
十
余
字
男
女
雑
居
」
と
記
し
て
い
る
。
行

基
と
共
に
来
た
か
否
か
は
別
に
し
て
も
、
古
く
か
ら
道
法
が
久
米

田
寺
境
内
に
居
住
し
て
い
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
家
来
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
具
体
的
な
道
法
の

生
活
に
つ
い
て
は
史
料
不
足
で
わ
か
ら
な
い
。

梓
巫
も
本
稿
の
［
史
料
６
］
に
出
て
く
る
の
み
で
、
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。

夙
に
つ
い
て
は
、
時
藤
知
之
氏
が
近
世
の
鶴
原
に
は
「
宿
」
が
な
か

っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
（
「
中
世
後
期
に
お
け
る
瓦
屋
・
鶴
原

嶋
村
の
考
察
豈
部
落
解
放
研
究
」
第
八
一
号
）
、
本
稿
に
記
し
た
「
拾

遺
泉
州
志
』
、
［
史
料
６
］
、
岸
和
田
高
校
所
蔵
の
元
禄
一
三
年
の
絵

図
に
は
鶴
原
の
夙
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
近
世
に
も
存
在
し
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
２
）
横
田
則
子
「
物
吉
考
」
（
「
日
本
史
研
究
」
三
五
一
一
号
）
宇
佐
見
英
機

「
近
世
物
吉
の
生
活
と
道
」
Ｓ
歴
史
の
道
・
再
発
見
』
第
四
巻
）

（
３
）
宇
佐
見
前
掲
書

（
４
）
岸
和
田
高
校
所
蔵
の
絵
図
。
大
き
く
、
詳
細
で
あ
り
、
泉
州
の
被
差

別
の
村
に
関
し
て
の
絵
図
で
は
こ
の
絵
図
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ

の
で
、
南
番
は
享
保
一
三
年
ご
ろ
に
設
立
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い

だ
ろ
う
。

（
８
）
「
泉
佐
野
市
史
』
は
名
寄
帳
Ａ
の
み
を
元
和
元
年
の
佐
野
村
東
方
の

名
寄
帳
と
し
て
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
Ａ
・
Ｂ
の
両
方
を
分

析
し
な
け
れ
ば
、
佐
野
村
東
方
の
実
状
に
迫
り
え
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

（
９
）
「
泉
佐
野
市
史
」
史
料
篇
藤
田
家
文
書

（
皿
）
宝
永
二
年
の
「
陸
高
ヲ
浦
人
持
高
替
浦
方
江
越
シ
帳
』
宝
永
二
年
の

「
名
寄
帳
』
（
浦
方
の
も
の
）
い
づ
れ
も
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
所

蔵

（
、
）
人
名
を
Ｍ
と
し
た
の
は
（
後
で
も
地
名
を
○
○
○
な
ど
と
表
記
し

た
の
は
）
、
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
か
ら
史
料
の
使
用
条
件
と
し
て

人
名
と
地
名
（
字
名
）
は
出
さ
な
い
こ
と
と
い
う
規
制
が
あ
っ
た
た

め
で
あ
る
。

（
、
）
「
泉
佐
野
市
史
』
史
料
篇
藤
田
家
文
書

（
Ｅ
）
「
さ
ん
さ
い
帳
」
の
「
さ
ん
さ
い
」
は
散
在
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が

ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

（
ｕ
）
『
泉
佐
野
市
史
』
史
料
篇
食
野
家
文
書

（
巧
）
田
沼
睦
「
都
市
貴
族
の
下
向
直
務
と
中
世
村
落
」
（
稲
垣
泰
彦
編

『
荘
園
の
世
界
ご

勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
時
代
の
村
落
和
泉
国
入
山
田
村
・
日
根
野
村
」

ｓ
社
会
史
研
究
」
６
号
）
な
ど

（
肥
）
（
Ⅳ
三
泉
佐
野
市
史
』
史
料
篇
元
禄
一
五
年
の
「
佐
野
村
年
寄
連

署
覚
書
」
と
元
文
二
年
の
「
佐
野
村
庄
屋
年
寄
等
起
請
文
」
（
い
づ

れ
も
藤
田
家
文
書
）
食
野
家
文
書
の
田
畑
の
売
券
類

（
咀
毫
泉
佐
野
市
史
』
第
四
章
、
第
五
章
土
豪
や
家
来
百
姓
の
存
在
は

泉
州
地
方
の
特
色
と
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）
「
名
寄
帳
』
Ｂ
に
は
、
き
く
左
近
二
石
一
斗
七
升
六
合
）
お
く
左

近
（
一
石
四
斗
五
升
）
、
三
郎
右
衛
門
（
二
石
三
斗
三
升
一
一
一
合
）
、
右

衛
門
（
一
一
石
八
升
四
合
）
な
ど
「
名
寄
帳
』
Ａ
に
大
き
な
持
高
の
あ

る
有
力
農
民
と
思
わ
れ
る
人
物
の
名
の
少
額
の
持
高
が
記
さ
れ
て

い
る
が
、
か
れ
ら
は
家
来
百
姓
を
隷
属
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
う
え
、
Ｂ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
家
来
百
姓
の
持
高
と
考
え
て

よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
別
）
「
泉
佐
野
市
史
』
第
五
章

（
Ⅲ
）
「
泉
佐
野
市
史
』
第
四
章
元
和
元
年
は
一
一
、
五
四
二
石
六
升
と
な
っ

て
い
る
。

（
皿
）
宝
永
二
年
の
「
陸
高
ヲ
浦
人
持
高
替
浦
方
江
越
シ
帳
』
宝
永
二
年
の

「
名
寄
帳
』
（
浦
方
の
も
の
）
い
ず
れ
も
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
所

蔵

（
別
）
慶
長
一
四
年
の
「
泉
州
佐
野
村
御
帳
之
内
十
郎
大
夫
方
よ
り
越
て

参
候
帳
え
う
つ
し
」
か
ら
正
徳
二
年
の
「
浦
高
ヲ
陸
人
持
高
替
陸
方

江
越
シ
帳
」
ま
で
、
寛
文
四
年
、
貞
享
四
年
、
元
禄
一
○
年
、
宝
永

二
年
、
正
徳
二
年
の
各
年
の
陸
か
ら
浦
、
西
か
ら
東
（
各
々
の
逆
も

ろ
最
も
詳
し
く
、
他
の
文
書
と
照
合
し
て
も
信
頼
の
お
け
る
絵
図

で
あ
る
。

（
５
）
山
内
家
文
書
、
長
瀧
中
番
の
庄
屋
山
内
家
の
文
書
で
近
世
を
中
心

と
し
て
約
千
五
百
点
余
り
あ
り
、
「
泉
佐
野
市
史
」
で
は
使
用
さ
れ

な
か
っ
た
文
書
で
あ
り
、
現
在
筆
者
が
目
録
を
作
成
中
で
あ
る
。

（
６
）
い
ず
れ
も
現
在
は
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
の
保
管
で

あ
る
が
、
一
九
五
八
（
昭
和
一
一
一
三
）
年
発
行
の
『
泉
佐
野
市
史
』
の

編
纂
に
利
用
さ
れ
、
そ
の
後
図
書
館
付
属
の
倉
庫
に
あ
っ
た
も
の

を
筆
者
が
整
理
し
た
。
［
仮
目
録
も
作
成
し
た
］

（
７
）
『
泉
佐
野
市
史
」
第
四
章
、
第
五
章

佐
野
村
に
は
東
西
の
他
に
、
後
年
南
番
が
で
き
た
が
、
市
史
は
そ
の

時
期
を
幕
末
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
享
保

一
三
（
一
七
二
八
）
年
ご
ろ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
「
當
番
開

基
之
節
東
方
よ
り
書
取
如
此
』
と
記
さ
れ
た
東
方
よ
り
南
番
に
移

さ
れ
た
人
の
享
保
一
三
年
の
名
寄
帳
が
あ
る
。
（
泉
佐
野
市
教
育
委

員
会
所
蔵
）

山
内
家
文
書
に
は
東
長
瀧
村
次
郎
兵
衛
一
家
が
村
追
放
と
な
っ
た

時
の
「
享
保
十
三
戊
申
年
十
一
月
十
八
日
村
追
放
」
と
書
か
れ
た
文

書
が
あ
り
、
そ
の
中
で
追
放
さ
れ
る
範
囲
の
村
を
記
し
て
あ
る
が

。
、
佐
野
村
同
南
番
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
佐
野
村
東
西
は
書
か

ず
に
南
番
の
み
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
南
番
が
新
し
い
た
め
に
人

び
と
に
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
るＩ 
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宛
）
『
泉
佐
野
市
史
』
第
五
章

面
）
「
人
倫
訓
蒙
図
彙
」
（
東
洋
文
庫
五
一
九
）

ａ
）
『
泉
佐
野
市
市
勢
紀
要
」

（
理
『
熊
取
町
史
」
史
料
編
Ｉ

（
咄
）
横
田
則
子
「
物
吉
考
」
（
「
日
本
史
研
究
』
三
五
一
一
号
）

（
些
蟻
通
神
社
は
「
枕
草
子
』
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
大
井
関
神
社
が
日
根
野
・
長
瀧
・
上
之
郷
・
菟
田
四
ケ
村
の

惣
社
で
、
氏
子
が
広
範
囲
に
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
蟻
通
神
社
の

氏
子
は
長
瀧
村
の
み
で
あ
る
。

ｓ
泉
佐
野
市
史
』
史
料
篇
古
谷
家
文
書
「
日
根
野
・
上
之
郷
・

長
瀧
・
菟
田
四
箇
村
氏
神
二
付
言
上
書
ご

（
妬
三
史
料
８
］
の
「
十
二
月
節
季
候
」
な
ど
は
近
世
に
な
っ
て
始
ま

っ
た
と
も
思
え
な
い
。
中
世
か
ら
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
非
人
番

で
は
な
く
、
物
吉
が
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
妬
三
旅
引
付
」
文
亀
元
年
六
月
一
七
、
一
八
日
。
文
亀
元
年
九
月
一
一

十
三
日
永
正
元
年
四
月
五
日

『
泉
佐
野
市
史
』
史
料
篇

（
〃
）
山
内
家
文
書

（
蛆
）
山
内
家
文
書

（
い
）
「
泉
佐
野
市
史
」
第
二
章
、
第
三
章

「
大
阪
府
史
」
第
三
巻
、
第
四
巻

記
）
吉
田
靖
雄
「
行
基
と
律
令
国
家
」
（
吉
川
弘
文
館
）

含
む
）
へ
の
「
高
替
越
帳
」
が
一
二
冊
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る

と
東
西
陸
浦
の
田
畑
の
整
理
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
（
い
ず
れ
も
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）

（
翌
「
泉
佐
野
市
史
」
第
五
章

（
妬
三
名
寄
帳
』
Ａ
に
Ｂ
の
一
括
さ
れ
た
五
つ
の
番
の
石
高
を
加
え
る
と

七
一
一
○
石
余
り
で
、
「
高
名
寄
」
の
五
つ
の
番
の
み
の
石
高
が
七
百

三
十
五
石
余
り
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
『
名
寄
帳
」
Ｂ
に
一

括
さ
れ
た
五
つ
の
番
が
寛
永
に
は
分
解
さ
れ
て
番
頭
や
有
力
農
民

の
持
高
の
増
加
と
家
来
百
姓
な
ど
の
自
立
に
な
っ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
妬
）
大
多
数
は
零
細
な
田
畑
し
か
所
持
し
て
い
な
い
か
、
屋
敷
地
の
み

で
あ
る
が
、
一
部
に
は
板
原
氏
（
持
高
一
一
五
石
）
な
ど
の
よ
う
に
持

高
の
多
い
者
も
い
る
。
宝
永
一
一
年
「
名
寄
帳
」
（
泉
佐
野
市
教
育
委

員
会
所
蔵
）

（
〃
）
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
所
蔵

元
）
山
内
家
文
書

（
羽
）
東
西
の
番
に
は
年
寄
松
右
衛
門
は
見
あ
た
ら
ず
、
中
番
の
年
寄
は
、

宝
永
か
ら
正
徳
に
か
け
て
が
新
右
衛
門
と
与
七
郎
、
正
徳
か
ら
享

保
一
○
年
ま
で
が
与
七
郎
と
松
右
衛
門
、
享
保
一
○
年
以
後
が
久

左
衛
門
と
＋
右
衛
門
で
あ
り
、
享
保
以
後
は
松
右
衛
門
と
い
う
年

寄
は
い
な
い
。

（
釦
）
山
内
家
の
記
録
な
ど
に
よ
る
と
慶
長
八
（
一
六
○
一
一
一
）
年
、
慶
長
一

Ⅲ 
（
別
）
九
条
家
文
書
文
保
三
年
十
一
月
廿
一
一
日
「
源
兼
定
譲
状
」

（
皿
）
山
内
家
文
書
「
長
瀧
古
記
』
。
禅
興
寺
は
周
辺
に
八
百
石
の
寺
領
が

あ
り
、
山
内
家
の
先
祖
が
代
官
を
勤
め
て
い
た
と
記
し
て
い
る
が

確
認
は
で
き
な
い
。

（
閉
）
和
泉
国
の
「
宿
住
人
な
ど
の
生
産
活
動
・
雑
芸
能
者
と
し
て
の
生
活

の
一
部
は
、
こ
の
地
域
寺
院
の
活
動
と
結
合
し
て
い
た
」
と
す
る
な

ら
ば
、
禅
興
寺
と
物
吉
な
ど
と
の
関
係
も
充
分
考
え
ら
れ
る
。
（
三

浦
圭
一
「
中
世
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
和
泉
国
に
お
け
る
賎

民
生
活
の
実
態
」
『
歴
史
評
論
』
三
六
八
号
）

（
弘
二
曰
根
野
近
隣
絵
図
」
（
『
九
条
家
文
書
こ
）
に
は
熊
野
大
道
か

ら
海
側
に
「
荒
野
」
と
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
安
松
出
作
地
は

こ
の
荒
野
の
一
部
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
、
も
と
も
と
こ
の
出
作
地

は
安
松
村
の
人
に
よ
り
開
墾
さ
れ
た
田
畑
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

（
弱
）
近
代
に
な
っ
て
軍
用
飛
行
場
建
設
の
た
め
に
物
吉
村
が
移
転
さ
せ

ら
れ
た
が
、
移
転
先
が
一
つ
は
久
米
田
の
道
傍
の
人
び
と
の
所
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
冊
）
熊
取
の
中
盛
彬
の
著
し
た
「
家
記
・
先
代
考
拠
略
』
二
九
世
紀
前

半
）
に
は
和
泉
の
五
社
・
大
寺
と
し
て
大
鳥
、
吾
孫
子
、
信
田
、
積

川
、
日
根
野
（
大
井
関
）
の
各
神
社
、
家
原
、
高
倉
、
久
米
田
、
槇

尾
、
松
尾
の
各
寺
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
南
郡
だ
け
で
も
男
、

意
賀
美
、
波
大
の
式
内
社
で
大
社
と
い
い
う
る
神
社
が
あ
り
、
水

七
（
一
六
一
一
一
）
年
、
明
暦
一
一
（
一
六
五
五
）
年
、
万
治
一
一
（
一
六

五
九
）
年
、
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
な
ど
に
蟻
通
神
社
の
修
復
造

営
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
『
長
瀧
古
記
』
（
山
内
平
右
衛
門
が
寛
文
年
間
・
一
七
世
紀
後
半
に

書
い
た
覚
書
・
山
内
家
を
中
心
に
長
瀧
村
や
周
辺
の
こ
と
に
つ
い

て
記
し
て
い
る
。
原
本
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
）
は
蟻
通
神
社
に
つ

い
て
、
盗
人
が
入
っ
た
こ
と
ま
で
含
め
て
数
多
く
記
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
の
蟻
通
寺
（
宗
福
院
）
の
建
立
で

は
山
内
家
が
か
な
り
の
費
用
を
負
担
し
た
が
、
東
西
の
庄
屋
は
妨

害
し
た
の
み
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
近
世
の
蟻

通
神
社
は
長
瀧
村
全
体
と
い
う
よ
り
は
中
番
・
山
内
家
と
の
関
係

が
深
か
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

（
塊
）
山
内
家
文
書

（
兜
）
山
内
家
文
書

（
別
）
『
泉
佐
野
市
史
』
史
料
篇
藤
田
家
文
書

誌
）
山
内
家
文
書

（
妬
）
横
田
則
子
「
物
吉
考
」
（
「
曰
本
史
研
究
』
三
五
一
一
号
）
宇
佐
見
英
機

「
近
世
物
吉
の
生
活
と
道
」
亀
歴
史
の
道
・
再
発
見
』
第
四
巻
）

（
〃
）
「
泉
佐
野
市
史
」
史
料
篇
菊
家
文
書

貝
塚
の
王
子
村
に
頭
役
が
い
て
長
瀧
村
、
佐
野
村
の
非
人
番
の
支

配
を
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
も
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

記
）
『
泉
佐
野
市
史
』
第
五
章
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（
“
）
樋
野
修
司
「
陸
軍
明
野
飛
行
学
校
佐
野
分
校
跡
の
調
査
」
Ｓ
歴
史
科

学
』
九
四
号
）

移
住
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
た
。
現
在
の
蟻
通
神
社
も
太
平
洋

戦
争
中
に
移
転
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

間
、
神
砂
寺
な
ど
も
あ
る
が
こ
れ
ら
の
門
前
に
は
ほ
と
ん
ど
被
差

別
の
人
た
ち
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
Ⅳ
二
つ
は
、
も
と
も
と
中
世
の
宿
が
「
非
人
だ
け
が
集
住
す
る
の
で
な

く
、
三
昧
聖
・
雑
芸
能
者
・
職
人
・
旅
宿
経
営
者
・
運
送
業
者
な
ど

が
集
住
し
て
、
非
人
の
な
か
に
も
こ
れ
ら
を
兼
務
す
る
も
の
が
い

た
」
（
三
浦
圭
一
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
開
発
と
勧
進
」
「
中
世
民
衆

生
活
史
の
研
究
』
）
と
い
う
こ
と
で
従
来
か
ら
宿
と
物
吉
と
は
関
係

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
鶴
原
に
は
一
向
宗
の
正
覚
寺
が
あ
り
、
物
吉
村
に
も

一
向
宗
の
善
證
（
正
）
寺
が
江
戸
時
代
に
は
あ
り
、
中
世
末
期
に
は

双
方
に
一
向
宗
徒
と
い
う
共
通
性
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
い
で
に
記
し
て
お
け
ば
、
久
米
田
寺
は
真
言
宗
で
あ
る
が
、
寺
領

内
の
道
傍
村
は
一
向
宗
の
教
宗
寺
に
属
し
て
い
る
。
（
「
泉
州
南
郡

寺
社
覚
」
）

（
冊
）
［
史
料
８
］
に
よ
れ
ば
非
人
番
が
俵
屋
新
田
の
庄
屋
か
ら
一
年
で
受

け
取
る
も
の
は
、
白
米
四
合
、
黒
米
四
升
三
合
、
黒
麦
二
升
、
綿
半

斤
で
あ
る
。
こ
れ
は
高
持
百
姓
が
志
次
第
で
出
す
と
は
い
え
、
俵
屋

新
田
や
長
瀧
。
佐
野
か
ら
受
け
取
る
と
す
る
と
か
な
り
の
額
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。

二
百
年
以
上
も
隔
た
っ
た
江
戸
時
代
の
後
半
の
史
料
で
江
戸
時

代
初
期
の
状
態
を
単
純
に
論
ず
る
わ
け
で
は
な
い
が
物
吉
の
人
び

と
が
中
世
後
半
に
は
勧
進
行
為
を
生
業
と
し
て
い
た
と
し
て
、
元

■ 
Ｉ竈嚢鷺譲閏震篝篝雲霧

女性問題入門
大ﾛ､町千

南
中
通
に
入
っ
た
こ
と
に
、
か
っ
て
安
松
出
作
些

と
と
の
関
係
を
見
る
の
は
考
え
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。

か
っ
て
安
松
出
作
地
を
入
手
し
た
こ

人
権
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
叩

女
性
問
題
入
門

●
Ａ
５
判
●
犯
頁

●
定
価
６
０
０
円
十
税
旧
円

大
野
町
子
箸

男
女
別
賃
金
、
セ
ク
ハ
ラ
な
ど
に
対
す
る
具
体
的
な
運
動
の
中
か
ら
、
今
日
の
女
性
の
一
定
の
地
位
向
上

が
実
現
さ
れ
て
き
た
。
本
書
は
弁
護
士
で
あ
る
著
者
が
法
律
的
観
点
か
ら
女
性
問
題
を
論
じ
る
。

和
期
の
持
高
程
度
の
買
得
資
金
は
得
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
。

（
開
）
山
内
家
文
書
、
「
長
瀧
古
記
』
「
慶
長
八
癸
卯
年
六
月
十
二
日
柱
立

也
」
と
あ
り
木
戸
治
部
太
夫
（
山
内
氏
の
先
祖
）
が
関
係
し
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
中
世
末
に
長
瀧
に
や
っ
て
き
た
山
内
氏
に
と
っ
て

古
く
か
ら
の
村
人
の
氏
神
で
あ
る
蟻
通
神
社
を
再
建
す
る
こ
と

は
、
村
人
を
把
握
し
て
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
た
め
に
も
必
要

な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
山
内
氏
は
藤
原
氏
の
子
孫
と
名

乗
り
、
山
内
家
の
氏
神
と
し
て
春
日
神
社
を
勧
請
し
て
中
宮
社
を

長
瀧
中
番
に
造
っ
て
も
い
る
。

（
Ｎ
）
普
請
（
土
木
工
事
）
の
時
の
み
の
神
役
な
ど
は
極
め
て
珍
し
い
と
思

わ
れ
る
。

（
日
）
岸
和
田
高
校
所
蔵
の
一
兀
禄
一
三
年
写
の
絵
図
に
物
吉
村
が
描
か
れ

て
お
り
、
明
治
の
陸
地
測
量
部
の
地
図
と
も
一
致
す
る
。

（
田
）
三
浦
圭
一
氏
は
久
米
田
寺
と
関
係
あ
る
僧
実
専
が
非
人
を
使
っ
て

池
を
開
発
し
た
と
さ
れ
、
（
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
開
発
と
勧
進
」

「
中
世
民
衆
生
活
史
の
研
究
壱
。
松
尾
剛
次
氏
は
西
大
寺
が
非
人

を
使
っ
て
池
を
造
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
「
開
発
と
中
世
非
人
」
「
山

形
大
学
史
学
論
集
』
第
二
号
）
。
禅
興
寺
は
西
大
寺
系
に
も
な
っ
て

い
る
の
で
（
松
尾
前
掲
書
）
、
池
の
開
発
が
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
「
坂

之
物
」
と
禅
興
寺
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。

（
田
）
「
泉
佐
野
市
勢
紀
要
』


